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目次 3 

はじめに 

近年、人口減少・少子高齢化や核家族化、価値観の  

多様化や相互に支え合う意識の希薄化など、地域社会  

を取り巻く環境が大きく変化しており、社会的孤立や  

制度の狭間の問題といった、分野別の相談体制では対  

応が難しい、複合的・複雑化した課題などが生じてき  

ています。 

このような中、誰もが住み慣れた地域で、安心して生きがいを持って、暮ら

し続けられるよう、地域住民、地域の団体、福祉サービス事業者、社会福祉法

人など、地域福祉を担う様々な主体が相互につながり、支援が必要な人を支え

られる地域社会をつくることがより一層重要になってきています。 

本計画では、地域生活課題の解決のためにこれまで行ってきた、地域におけ

る「つながり」を中心とした取組みに加え、個別計画の理念や仕組みを横断的

につなぎ、包括的に地域福祉を推進することを目指すします。また新たに「成

年後見制度利用促進計画」や「再犯防止推進計画」を一体的に策定するなど、

多様な課題に対応できるよう「つながって 支え合う 地域共生のまち まえ

ばし」を新たな基本理念とします。そして、制度・分野の枠や「支える側」「支

えられる側」という関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとり

が生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことができる地域や、

社会を創る『地域共生社会』の実現に向けた取組を一層推進してまいります。 

今後、この基本理念のもと、様々な取組みを進めていくためには、地域活動

の基盤となる「市民力」や「地域力」を高めていくことが必要となりますので

引き続き、地域福祉の主役である市民の皆様の地域福祉活動への参画とご協力

をお願い申し上げます。 

結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見やご提言をいただきました地

域福祉計画策定委員会の皆様に感謝を申し上げますとともに、ご協力をいただ

きました市民の皆様、各種関係団体の皆様に心よりお礼を申し上げ、あいさつ

とさせていただきます。 

令和２年３月 

前橋市長 
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目次 5 

はじめに 

今日、少子高齢社会、高度な情報社会の進展等に伴 

い、価値観や生活スタイルも多様化し、家族の在り方 

や働き方も変わり、地域における福祉ニーズや福祉課 

題も、子どもの貧困、ひきこもり、認知症対策、８０ 

５０問題等、これまでになく多様で複合的になってお 

り、解決も難しい状況になっております。 

高齢者、障害者、子どもなど全ての人々が住み慣れた地域で暮らし、生きが

いを共に創り、高め合うことができる「地域共生社会」の実現に向け、住民が

主体的に地域課題を把握して解決していく体制づくり、多種多様な専門機関が

縦割りでなく包括的に協働できるような相談支援体制の構築が急務となってお

ります。 

このような状況を踏まえ、平成 27年度から令和 6年度までの 10年間を計画

期間とする第 2 次地域福祉活動計画の中間見直しを行い、令和 2 年度からの 5

年間の後期計画を前橋市の第 2次地域福祉計画と一体的に策定いたしました。 

新たな地域社会の要請に応え、地域住民とともに福祉のまちづくりを進める

ため、後期計画の基本理念を「つながって支え合う地域共生のまちまえばし」

とし、その実現に向け、三つの基本目標「住民主体の支え合い（生活支援）」、

「専門職の連携による相談支援」、「市民活動支援」を定め、行政と連携し、よ

り効果的・効率的に地域福祉の推進を図ってまいります。 

また、各地区の社会福祉協議会が主体となり地域の住民や各種団体と協働し

て策定した地区別計画では各地区の将来像を明確にし、地域の皆様と本会が一

体となり、誰もが安心して暮らせるまちづくりに努めてまいりますので、地域

の皆様のより一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

結びに、計画策定にあたりご尽力いただきました策定委員の皆様をはじめ、

アンケート等にご協力いただいた市民、関係者の皆様に厚くお礼申し上げます。 

令和２年３月 

前橋市社会福祉協議会 会長 塚田昌志
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１ 計画の期間

本計画は、平成 27（2020）～令和６（2024）年度までの 10 か年計画です。令

和元年度は、本計画の中間年を迎えるため、計画策定後における本市の福祉を取り巻く

状況や社会状況の変化等を踏まえ、中間見直しを行いました。 

図表１ 本計画の期間 

平成 

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 

令和 

元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

 

２ 見直しの背景

＜社会状況の変化＞ 

 人口減少、少子高齢化の進展や、インターネット等の普及による生活環境の変化、価

値観の多様化による人々の意識の変化に伴い、地域における人と人とのつながりの希薄

化が進むなど、地域社会を取り巻く環境は大きく変化しています。さらに、ひきこもり

や支援拒否などによる社会的孤立や虐待、暴力といった社会問題や、既存の制度による

解決が難しいいわゆる「制度の狭間」の問題、ダブルケア（介護と育児とを同時に行う

状態など）、または８０５０問題（８０代の親とひきこもる５０代の子どもの経済的、精

神的問題）のような複合化・複雑化した課題を抱えている世帯が顕在化するなど、分野

別の相談体制では対応が難しい地域生活課題が生じています。 

＜地域共生社会の実現に向けて＞

 地域共生社会とは、制度・分野ごとの縦割りや「支え手」、「受け手」という関係を越

えて、現存する地域生活課題を住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人

と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮

らしと生きがい、地域をともに作っていく社会のことを言います。地域共生社会の実現

という考え方が平成 28 年 6 月の「ニッポン一億総活躍プラン」の中で初めて示されま

第 １ 次 第 ２ 次 

中間見直し 
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した。 

 個人や地域で抱えている生活上の課題を他人事として考えるのではなく、一人ひとり

が自分自身と関係のあることとして捉え、お互いに支え合う関係や仕組みを作り、その

課題を地域全体で解決していく地域の力を高めていくことが求められています。 

<国が示す地域共生社会のイメージ> 

出典：厚生労働省 

＜本市が目指す地域共生社会（見直しのポイント）＞ 

 これまでも本市では、福祉課題の解決を図るため、地域における支え合いや助け合い

を中心とした地域福祉の推進につながる取組を行ってきました。今後は、本市、前橋市

社会福祉協議会（以下、市社協）と地域住民等が問題意識を共有しながら連携し、地域

生活課題の解決を図ることで、「地域共生社会の実現」に向けた取組をさらに進めていく

必要性があると考えます。 

 これらを踏まえ、地域住民が支え合い、誰もが安心して暮らせるまちづくりを実現す

るため、本計画の中間見直しを実施しました。 
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<国が示す地域共生社会の実現に向けた体制づくり> 

出典：厚生労働省 

〇地域生活課題とは 

社会福祉法第４条第２項において、「福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯

が抱える福祉、介護、介護予防、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉

サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とす

る地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での

各般の課題」と定義されています。 

〇地域を取り巻く状況 

 

 

 少子高齢化・人口減少 

生活環境の変化 

権利擁護支援 

人と人とのつながりの希薄

化

地域生活課題を抱えた人への支援 

地域の担い手確保 

災害時の支援 

価値観の多様化 

地域を取り巻く状況 

地域福祉の推進が必要 
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３ 地域福祉に関する動向 

時期 項目 概要 

平成 28 年 4 月 社会福祉法（改正） 社会福祉法人改革として、事業運営の透明化や地域におけ

る公益的な取組の実施などについて規定された。 

自殺対策基本法（改

正） 

市町村における自殺対策基本計画が義務化された。 

平成 28 年 5 月 成年後見制度の利用

の促進に関する法律 

成年後見制度の利用促進についての基本理念を定め、利用

促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための事

項について規定された。 

市町村が行うものとして、市町村における基本的な計画を

定めるよう努めること、成年後見等実施機関の設立等に係

る支援その他必要な措置を講ずるよう努めること、基本的

な事項を調査審議させる審議会その他の合議制の機関を置

くよう努めるものとされた。 

平成２８年 6 月 ニッポン一億総活躍

プラン 

全ての人が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高めあう

ことができる『地域共生社会』の実現という方向性が示さ

れた。また、そのために支え手側と受け手側に分かれるの

ではなく、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いな

がら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成し、

福祉などの地域の公的サービスと協働して助け合いながら

暮らすことのできる仕組みを構築することが示された。 

平成 28 年 7 月 「我が事・丸ごと」地

域共生社会実現本部

の設置 

地域共生社会の実現に向けた検討を加速化させるため、「他

人事」になりがちな地域づくりを地域住民が「我が事」と

して主体的に取り組む仕組みや市町村による地域づくりの

取組の支援、「丸ごと」の総合相談支援の体制整備、対象

者ごとに整備された「縦割り」の公的福祉サービスを「丸

ごと」へ転換することを推進する。 

平成 28 年 12 月 再犯の防止等の推進

に関する法律 

再犯防止の基本理念を定め、国が再犯防止推進計画を策定

すべきことや、国・地方公共団体が講じるべき基本的施策

について規定された。 

市町村においては、地方再犯防止推進計画を定めるよう努

めるとともに、国との適切な役割分担を踏まえて、地域の

実情に応じた施策を実施するよう努めることになった。 

平成 29 年 3 月 成年後見制度利用促

進基本計画（平成 29

年～令和 3 年） 

利用者がメリットを実感できる制度・運用への改善、権利

擁護支援の地域連携ネットワークづくり、不正防止と利用

しやすさとの調和をポイントとした計画。 

市町村の役割として、地域連携ネットワークの段階的整備
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やそのネットワークの中核となる中核機関の設置、また、

地域連携ネットワークや中核機関が担うべき具体的な機能

（広報機能、相談機能、利用促進機能、後見人支援機能）

などについて規定された。 

平成 30 年 3 月 再犯防止推進計画 

（平成３０年～令和

4 年） 

今後 5 年間で政府が取り組む再犯防止に関する施策を盛

り込んだ 5 つの基本方針と 7 つの重点分野と主な施策か

らなる計画。 

群馬県においては、平成 31 年 3 月に群馬県再犯防止推

進計画を策定し、地方再犯防止推進計画の策定に関し、県

内 12 市において 2023 年度（令和５年度）までに計画

を策定する達成目標が掲げられた。 

平成 30 年 4 月 社会福祉法（改正） ①「我が事・丸ごと」の地域福祉推進の理念が規定された

（支援を必要とする住民が抱える多様で複合的な地域生活

課題について、住民や福祉関係者による把握及び関係機関

との連携等による解決が図られることを目指す）。 

②「我が事・丸ごと」の地域福祉推進の理念を実現するた

め、市町村が包括的な支援体制づくりに努める旨を規定 

◆地域住民の地域福祉活動への参加を促進するための環境

づくり 

◆住民に身近な圏域において、分野を超えて地域生活課題

について総合的に相談に応じ、関係機関と連絡調整を行う

体制 

◆主に市町村圏域において、生活困窮者自立相談支援機関

等の関係機関が協働して、複合化した地域生活課題を解決

するための体制 

③地域福祉計画の充実（地域福祉計画の策定の努力義務

化、福祉の各分野における共通事業を定めた上位計画とし

ての位置づけ） 
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４ 地域福祉計画・地域福祉活動計画・地区別計画とは 

＜地域福祉計画とは＞ 

 社会福祉法第 107 条に基づき、住民参加のもと、行政の立場から地域福祉の政策

や制度などを充実させながら、地域福祉を推進していくための仕組みや体制づくりの

ために自治体が策定する計画のことです。 

＜地域福祉活動計画とは＞ 

 住民の立場から地域福祉を推進していくため、地域の生活課題を明らかにし、その

解決に向けた民間の自主的な活動や行動のあり方について、社会福祉法人である社会

福祉協議会が策定する計画のことです。 

＜地区別計画とは＞ 

 住民がその地域の特性や課題、方向性等を話し合い、理想の実現や課題解決に向け

た今後の取組等を共有し、計画化することで、住民主体による地域性を考慮した活動

を効果的に推進することを目的とした計画です。本市では地区社会福祉協議会が主体

となり、地域の住民や各種団体と協働して策定します。 

＜地域福祉計画・地域福祉活動計画・地区別計画の関係＞ 

 地域福祉計画 地域福祉活動計画 

 地区別計画 

計
画
の
内
容 

・市民ニーズにフォーマ

ルサービスとして専門的

に応える各種計画の中で、

地域住民等の自主的な取

組への支援や市社協など

関係機関との連携体制の

構築に関する事項（地域

福祉の推進に資する要素

を含むもの） 

・地域における高齢者の

福祉、障害者の福祉、児

童の福祉その他の福祉に

関し、共通して取り組む

べき事項 

・市民ニーズにインフォー

マルサービスとして応える

事項 

・地域住民の生活課題や生

活に望むことに気づき、そ

の解決や達成をめざす取組 

・さまざまな社会資源を活

用しながら、生活課題を解

決したり、生活の質の向上

を図るための取組 

・住民主体で導き出した地

区の魅力や抱えている課題

の抽出 

・地域生活課題の解決に向

けた、地域の人材と資源を

生かした身近な支え合いや

健康づくりなどの取組 

・様々な取組を通じた地区

の目指す将来像 
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＜本計画の特徴＞ 

■第２次地域福祉計画は、本市の最も基本となる計画である「第七次前橋市総合計画」、そ

の他、本計画の関連計画との整合性を保ちつつ策定しています。 

■「前橋市地域福祉計画・前橋市地域福祉活動計画」（平成 21～26 年度）を継承してい

ます。 

■計画推進の効果を上げるため、「第２次前橋市地域福祉計画」と「第２次前橋市地域福

祉活動計画」を一体的に策定しています。 

■今回の見直しに際して、平成２７～令和元年度までを「第２次前橋市地域福祉計画・

前橋市地域福祉活動計画（前期計画）」、令和２～６年度までを「第２次前橋市地域福祉

計画・前橋市地域福祉活動計画（後期計画）」として位置づけます。 

■前期計画では、地区の地域福祉活動の経過として掲載していた地区別の取組について、

後期計画からは「地区別計画」と改め、地区での課題や取組、目指す将来像などを盛り

込むとともに、「第２次前橋市地域福祉活動計画」の中に位置づけるものとします。 

■成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成 28 年 5 月施行）第２３条第１項で規

定している「市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての

基本的な計画」を本計画と一体的に策定しています。（ｐ６２） 

■再犯の防止等の推進に関する法律（平成 28 年 12 月施行）第８条第１項で規定してい

る「市町村における再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画」を本計画と一体的

に策定しています。（ｐ６３～６４） 
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＜地域福祉計画と関連計画＞
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５ 地域福祉の考え方

地域福祉とは、地域で暮らす誰もが、住み慣れた地域社会の中で、自分らしく誇りを

持ち、安心して生きがいのある生活が送れるよう、自らが地域における生活課題を発見

し、自らの能力を発揮することでその解決に取り組むとともに、地域での支え合いや助

け合いといったつながりや仕組みを築いていくことです。 

 本計画においては、地域福祉の推進における概念である「自助」、「互助」、「共助」、「公

助」を次のとおりとします。 

自助 

市民一人ひとりが、自発的に自身の生活課題を解決する取組を「自助」と言

います。 

具体的には、自ら健康に注意を払い、介護予防活動に取り組むことや健康維

持のために検診（健診）を受けること、自分や家族に必要な情報を自分自身で

集めること、地域の人とつながりを持つことなどが「自助」の取組です。 

互助 

隣近所の住民同士や友人、地域のクラブ活動などの仲間といった、個人的な

関係性を持つ人同士との助け合いや、自治会や民生委員児童委員、市民活動団

体、社会福祉協議会などの地域で活動する団体との支え合いにより生活課題を

解決することを「互助」と言います。支え合うという意味では、「共助」と共

通しますが、「互助」は費用負担が制度的に裏付けられていない自発な支え合

いを指します。 

具体的には、近所のひとり暮らし高齢者への声かけや近隣住民の相談に乗る

こと、地域で活動する団体による見守り活動などが「互助」の取組に当たり、

幅広い様々な形態が想定されます。 

※従来、このような活動を「共助」としていましたが、本計画では、国の地域包括ケアシステム

の在り方において示された制度化された相互扶助のことを「共助」といいます。 

共助 
医療保険や介護保険、年金などの社会保障制度及びサービスが「共助」に当

たります。 

公助 
公の負担で成り立ち、市が実施する高齢者福祉事業や生活困窮に対する生活

保護、虐待対策などが「公助」に当たります。 
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＜隣近所(組・班)＞ 

 

＜市 域＞ 

地域福祉活動を総合的に支援、新たな福祉課題へ全体的に対応する機能 

６ 地域の捉え方 

支援を必要とする市民へのサービスの提供や市民を主体とする地域福祉の推進を具体

化していくためには、施設や人材などの社会資源をいかにネットワーク化し、実効性の

あるサービスの提供や市民活動に生かしていくかが問われています。 

このため、市民の誰もが住み慣れた地域の中で安心して暮らし続けられること、また、

市民が利用しやすく参加しやすい面的な整備の考え方が必要です。 

本市において具体的に地域福祉を推進していくにあたり、市民から見た基礎的な市民

活動の単位となる「地域」の捉え方については、前期計画から引き続き、組織的な活動

基盤を持つ「地区」を単位とした圏域を基本にし、「交流・見守り・支え合い」の日常生

活支援活動や身近な福祉課題を発見する機能については、自治会（町）を単位とした圏

域を基本とします。 

 

図表２ 地域福祉推進の圏域設定の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地 区＞ 

地区社会福祉協議会を中心とし、計画に基づいて活動を進める機能 

 

＜自治会（町）＞ 

交流・見守り・支え合いを実践的に進める機能 
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７ 地域福祉を担う主体と連携

地域福祉の主役は、地域で生活している市民一人ひとりです。そのため、市民一人ひ

とりが地域や福祉について関心を持ち、地域福祉の活動に積極的に参加していくことが

必要です。また、地域の中には地域ごとに多様な福祉ニーズが存在していると考えられ、

それらに対応するためには、地域で活動するボランティアや社会福祉法人などの取組も

必要になることから、これらの地域資源も重要な地域福祉の担い手です。 

地域福祉を担う主体が相互に連携を図り、役割を果たしながら地域福祉の推進に積極

的に関わることが必要です。 

地域福祉の推進・調整役 

前橋市 
市民へ地域福祉に関する周知啓発と

関係機関・団体等の活動支援 

市民の生活基盤 

町を単位とする組織 

地域福祉活動の推進役 

地区社会福祉協議会 

福祉サービスの提供 

福祉サービス事業者 

福祉サービスの拠点 

社会福祉法人 

地域福祉活動の推進・調整役 

前橋市社会福祉協議会 

地域住民同士の「交流・見守り・支

え合い」活動などの積極的な取組 

自治会、民生委員児童委員、ボラン
ティア団体など、地域の生活課題を
発見・共有し、連携して解決へ 

サービスの質の確保や生活の質の向

上への取組 

専門機能を活かした公益的な取組の

実践を通じた、地域住民と連携した

活動の推進 

計画に示した活動の具体化と各種団

体活動への支援 

地域福祉の主役 

市民 

暮らしや健康について考えながら地

域に住む担い手の一人として、日ご

ろから地域や福祉に関心を持つ 

地

域 
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８ 中間見直しと推進体制 

＜中間見直し＞ 

本計画の見直しにあたり、団体アンケート調査、市民アンケート調査、パブリックコ

メント手続等による市民の意見・要望を収集しました。また、各種団体、公募市民や学

識経験者などで組織される「前橋市地域福祉計画・前橋市地域福祉活動計画策定委員会」

の意見を踏まえながら、適切な反映を図って見直しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜推進体制＞ 

地域福祉の推進にあたっては、市民や関係団体等の自主的な取組が大切です。 

市は市民や関係団体等の自主性を尊重しつつ、さまざまな形で協力するとともに、必

要に応じて推進・調整を図っていきます。また、市が主体となって取り組むべき施策を

推進するにあたっては、庁内の福祉・保健・企画・教育・人権・防災・建設・情報部門

など、部門や組織の枠を超え、施策の検討・調整を行うとともに、市民や関係団体等と

協働で地域福祉を推進します。 

 

委嘱 

・アンケート調査 
・パブリックコメント 

 

市 民 

前橋市地域福祉計画及び 

前橋市地域福祉活動計画策定委員会 

計画素案の検討 

市 長 

（決定） 報告 

福祉団体代表・公募
市民・学識経験者 
合計 16 名 

関係各課 

計画案の提出 

計画の策定 

前橋市地域福祉計画・前橋市 

地域福祉活動計画推進委員会 

 

市議会 
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９ ニーズの把握

前期計画に対する評価や策定時からの状況の変化など、計画を推進するための今後の施

策のニーズや意見を把握し、後期計画へ反映させるために、以下のアンケート調査を行い

ました。 

図表３ 調査の概要 

１．団体アンケート調査 

調査対象 

地域福祉推進に関する団体 

（自治会連合会、民生委員・児童委員連絡協議会、主任児童委

員連絡会、保健推進員協議会、地区社会福祉協議会会長会、自

立支援協議会、ボランティア団体連絡協議会） 

配 布 数 ３０４ 

回収数 ２４１（79.３％） 

調査方法 郵送による配布・回収 

調査期間 令和元年８月～１０月 

２．市民アンケート調査 

調査対象 

各地区市民 

（高齢者サロン・子育てサロン参加者、子ども会育成団体連絡

協議会（各子ども会単位育成会）、各施設等利用者（各老人福

祉センター、各支所・市民サービスセンター、各コミュニティ

センター、市立図書館・こども図書館利用者、社会福祉課窓口、

市社協事務局窓口）） 

回 収 数 １,０４５ 

調査方法 
郵送による配布・回収、各施設の窓口等へアンケート用紙・回収箱

の設置 

調査期間 令和元年９月～１０月 
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第２章 前橋市の地域福祉を取り巻く状況 
 

 

 

 

 

 

 



第２章 前橋市の地域福祉を取り巻く状況 

18 



第２章 前橋市の地域福祉を取り巻く状況 １ 地域社会の変化 

 

  19 

１ 地域社会の変化 

前期計画策定後の本市においても、地域社会の状況は大きく変化しており、地域社会

の変化に対応した柔軟な福祉施策が求められています。 

 

（１）人口の動向 

人口減少と少子高齢化のさらなる進行が予想されます 

合併後の総人口は 3４万人台となりましたが、本市の人口はすでに減少の局面を迎え

ており、国立社会保障・人口問題研究所の推計では、現状のまま人口減少が進んだ場合、

令和 27 年には、275,66１人となるとされています。また、年少人口（15 歳未満）が

減少し、老年人口（65 歳以上）比率が増加しており、本市においてもますます少子・高

齢化が進んでいくことが分かります。人口動向では、出生数は減少傾向、死亡数は増加

傾向ですが、転入・転出はどちらも増加傾向にあります。 

図表４ 総人口・年齢３区分人口の推移 

     

資料：国勢調査（平成 12 年以前は旧前橋市） 予測値は国立社会保障・人口問題研究所の推測値による 
 

図表５ 自然増減と社会増減の推移 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

資料：前橋市統計書 
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（２）世帯の動向 

世帯の単独化・核家族化が進行しています 

世帯数は年々増加しており、平成２７年度では 136,591 世帯にのぼります。世帯構

成を見てみると、「核家族世帯」や「単独世帯」（ひとり暮らし）も年々増加の一途をた

どっておりますが、そのなかでも特筆すべきものとして、「65 歳以上の高齢単身世帯」

は平成１２年度から比べ、2.2 倍ほどの増加があり、単身の高齢者が増加していること

が伺えます。また、「母子世帯」や「父子世帯」も増加が進んでおり、本市における世帯

の単独化・核家族化が進んでいることがわかります。 

図表６ 世帯の推移 

平成 7 年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

総数 100,184 105,401 119,612 133,056 136,591 

核家族世帯 61,186 63,260 71,331 78,575 79,245 

単独世帯 24,059 28,051 32,022 38,277 42,870 

母子世帯 1,431 1,489 1,923 2,036 2,156 

父子世帯 194 171 217 247 263 

65 歳以上の高齢単身者 4,716 6,479 8,858 11,588 14,527 

資料：国勢調査（平成 12 年以前は旧前橋市） 

（３）高齢者の動向 

支援を必要とするひとり暮らしなどの高齢者が増加しています 

平成２９年度より、ひとり暮らし高齢者基礎調査の対象年齢が７０歳以上となりまし

たが、ひとり暮らし高齢者は年々増加しており、平成３０年度では 9,284 人となり、高

齢者（65 歳以上）全体の約 9.6％となっています。また、介護保険サービスを受けるた

めの要介護（要支援）認定者は平成 30 年度では 16,716 人となり、高齢者全体の約

17.3％となっています。 

図表７ ひとり暮らし高齢者数の推移 

資料：前橋の福祉（各年６月１日現在） 
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図表８ 要介護（要支援）認定者の推移 

    
資料：前橋の福祉（各年度末現在） 

 

（４）障害者の動向 

地域の中で障害のある方は年々増加しています 

平成３０年度末の手帳所持者数は、身体障害者手帳が11,834人（総人口の約3.5％）、

療育手帳が 2,566 人（同約 0.8％）、精神保健福祉手帳が 2,548 人（同約 0.8％）とい

ずれも増加しています。また、自立支援医療（精神通院医療）受給者数も増加していま

す。 

図表９ 身体障害者手帳所持者の推移 

       

図表 10 療育手帳所持者の推移 
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図表 11 精神保健福祉手帳の推移 

図表 12 自立支援医療（精神通院医療）受給者の推移 

資料：前橋の福祉（各年度末現在） 

（５）子ども・子育て家庭の動向 

子どもの数は減少傾向にあり、様々な事情を抱える家庭が増えています 

本市における出生数は減少傾向であり、平成 29 年度は 2,415 人となっています。合

計特殊出生率については、全国の水準を上回ることもありましたが、平成29年度は1.41

となり、国の合計特殊出生率の 1.43 を下回っています。近年の家庭児童相談室の指導

件数は増加傾向にあり、平成 29 年度は 3,609 件で、特に家族関係の相談件数が増加し

ています。 

図表 13 出生数・合計特殊出生率の推移 

資料：人口動態統計 
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図表 14 家庭児童相談室の相談内容別指導延件数の推移 

 

性格・生活

習慣等 
知能・言語 学校生活等 非行 家族関係 環境福祉 心身障害 その他 計 

H20 8  3  52  0  665  551  147  54  1,480  

H21 44  23  92  21  1,228  748  147  35  2,338  

H22 36  9  101  28  1,361  1,015  137  9  2,696  

H23 53  15  59  11  1,287  782  132  25  2,364  

H24 123  39  115  9  1,058  590  245  52  2,231  

H25 268  208  201  11  784  757  329  81  2,639  

H26 333  277  134  32  666  747  335  70  2,594  

H27 65  16  42  57  1,049  921  127  7  2,284  

H28 72  4  70  1  859  1,309  21  13  2,349  

H29 116  11  105  7  1,123  1,068  14  137  2,581  

H30 123  8  77  120  1,907  1,266  66  15  3,609  

資料：前橋の福祉 

 

（６）生活保護の動向 

経済的な支援が必要な方が年々増加しています 

生活保護を受けている方は平成 30 年度では 3,976 人と 10 年間で 900 人以上の増

加となっており、保護率（対千人）も 11.９‰
ﾊﾟｰﾐﾙ

へと増加しています。扶助費総額も増加

しており、平成 30 年度では総額 69 億円を超えています。 

図表 15 被生活保護人員・保護率の推移 

       
資料：前橋の福祉 

図表 16 保護費総額と主要な生活保護費の推移 

  

資料：前橋の福祉 
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（７）外国人の動向 

６千人を超える外国人が前橋市で暮らしています 

国際化の進展により本市も外国人が増加し、平成 30 年では 6,710 人となり、平成

24 年と比較すると約 1.6 倍に増えています。 

図表 17 前橋市の外国人の推移 

資料：住民基本台帳（各年 12 月末現在） 

（８）自殺者数の動向 

減少傾向ですが前橋市でも自ら命を落としてしまう方がいます 

自殺者数・自殺死亡率の推移をみると、本市の自殺者数は平成２１年以降、増減を繰

り返しながら少しずつ減少しており、群馬県や全国の推移も減少傾向にあることがわか

ります。 

図表 18 前橋市の自殺者数及び前橋市・群馬県・全国の自殺率の推移 

資料：前橋市自殺対策推進計画
厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 
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（９）国保特定健診受診率の動向 

健康を意識している方が増えています 

国民健康保険における特定健診（対象は 40 歳～74 歳）の受診率は、年々増加傾向に

あります。また、地区別の受診率では、地区により受診率の差があることがわかります。 

図表 19 国保特定健診受診率の推移 

年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

実施率 38.5％ 39.1％ 40.9％ 42.6％ 43.0％ 

資料：第２期前橋市国民健康保険データヘルス計画 

 

図表 20 国保特定健診受診率（地区別） 

    
資料：前橋市民の健康状況（H30.12 月時点） 

 

（10）成年後見制度の動向 

本人の権利を守る支援が求められています 

県内における成年後見制度の利用について、群馬県及び群馬県社会福祉協議会が県内

の社会福祉施設や事業所等へ実施した調査によると、成年後見制度の活用に関する潜在

的ニーズは県内では 7,400 人、本市では 903 人となりました。しかし、実際の利用者

数と比較してみると、潜在的なニーズはあるものの、成年後見制度の利用が進んでいな

いことがわかります。 

図表 21 成年後見制度利用者数及び潜在的ニーズ等（家裁支部別、前橋市） 

 

成年後見制度 

利用者数 

成年後見制度活用に 

対する潜在的ニーズ※１ 

第三者後見人等 

必要者数※２ 

専門職後見人 

候補者数 

前橋市 501 903  276  97  

家庭裁判所支部別 

県内全体 3,080  7,400  1,389  327  

本庁管内 1,131  2,947  538  146  

高崎支部管内 951  1,551  378  106  

太田支部管内 425  1,269  283  31  

桐生支部管内 340  496  75  28  
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沼田支部管内 98 680 57 11 

中之条出張所管内 68 457 58 5 

その他（県外） 67 - - - 

資料：成年後見制度に関する実態把握調査結果（平成３０年６月群馬県、群馬県社会福祉協議会実施） 

市町村別の成年後見制度利用者数（令和元年５月１０日時点家庭裁判所提供データ） 

※１ 成年後見制度活用に対する潜在的ニーズは、①社会福祉施設・事業所等と②日常生活自立支援事業利用者のうち、制度の利用が必要と思わ

れる方の数です。（施設や事業所等を対象とした調査で、有効回答率は①が 52.2%、②が 100%） 

※２ 第三者後見人等必要者数は、潜在的ニーズのうち、身寄りがない、親族の協力を得ることが困難など、第三者後見人が必要と考えられる方

の数です。 

（11）再犯率の動向 

罪を犯した人が再び地域で生活をするための支援が必要になっています 

刑法犯検挙者数は平成 20 年から比較して 35％ほど減少していますが、刑法犯検挙者

数に含まれる再犯者の割合は年々増えていることがわかります。 

図表 22 刑法検挙者中の再犯者数及び再犯者率 

資料：平成 30 年度版再犯防止推進白書（法務省） 

（12）ふれあい・いきいきサロン（助成有）の動向 

地域での居場所づくりが進んでいます 

平成１３年から市社協でふれあい・いきいきサロンの立ち上げ支援を行っていますが、

開始から１７年が経過した現在では、市内ほぼすべての地区においてふれあい・いきい

きサロンがあり、地域の集いの場になっています。 

なお、市社協からの助成を受けずに、自主的に地域でサロン活動を実施している団体

も多くあります。 

図表 23 ふれあい・いきいきサロン数（助成有） 

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

12 21 35 51 70 89 98 130 168 204 210 225 235 243 249 250 259 259 

資料：前橋市社会福祉協議会 
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２ 第２次計画（前期計画）の取組状況 

（１）第２次地域福祉計画（前期計画）の実施状況 

第２次計画（前期計画）策定における個別の取組（事業）に関する事業評価について、関係課

に対し、以下の実施区分で調査を行いました。 

図表 24 事業実施区分 

評価 内 容 

Ａ 計画を上回って実施した 

Ｂ 概ね計画どおり施策内容を実施した 

Ｃ 施策内容の実施状況は計画より遅れている 

Ｄ 他事業との統廃合等、当初の計画から変更実施 

Ｅ 事業終了・評価なし 

 

全調査数５１のうち、A（計画を上回って実施した）が９（１７.６％）、Ｂ（概ね計画

どおり施策内容を実施した）が 42（82.４％）という結果となっています。 

 

図表 25 第２次地域福祉計画の取組状況 

基本目標 個別施策方針 調査数 
調査結果 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

１ 支え合い・助け合い

の場と機会をつく

る まえばし 

ア 支え合い・助け合いの場づくり

を支援します 
3 0 3 0 0 0 

イ 支え合い・助け合いに参加する

機会を提供します 
2 0 2 0 0 0 

ウ 市社協と協働し、市民が地域で

交流する機会を支援します 
2 0 2 0 0 0 

合 計 7 0 7 0 0 0 

２ 支え合い・助け合い

の人を育む まえ

ばし 

ア 福祉の担い手を育成します 8 4 4 0 0 0 

イ 地域資源の発掘と連携を進めま

す 
2 0 2 0 0 0 

ウ 互いを尊重し合い、協力し合う

意識をつくります 
5 0 5 0 0 0 

合 計 15 4 11 0 0 0 

３ 誰もが安全・安心・

健 康 に 暮 ら せ る 

まえばし 

ア 地域ぐるみで安全対策を推進し

ます 
4 0 4 0 0 0 

イ 前橋の地域生活安全プログラム

を推進します 
7 2 5 0 0 0 

ウ 地域ぐるみの健康づくり・介護予防 4 1 3 0 0 0 
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を推進します 

合 計 15 3 12 0 0 0 

４ 困りごとを共有し、

み ん な で 解 決 す る 

まえばし 

ア 利用者本位のサービスを推進す

るため、情報提供・相談体制を充実

します 

8 1 7 0 0 0 

イ 利用者本位のサービスと権利擁

護を推進します 
3 0 3 0 0 0 

ウ 困難を抱える市民の孤立を防止しま

す 
3 1 2 0 0 0 

合 計 14 2 12 0 0 0 

総 合 計 51 9 42 0 0 0 

（構成比：%） 100 17.6 82.4 0 0 0 

（実施区分について） 

前期計画の進捗等に関して、取組（事業）の事業評価を関係課へ依頼しました。調査は

５１の取組（事業）についてですが、その１つ１つの取組に様々な関係課や紐づく事業が

あります。そのため、各課の現状によって取組状況の評価が分かれてしまうことから、取

組状況として提出されたものについて以下のとおり調査結果へ反映しました。 

例 関係課の事業実施区分 
取組における 

事業実施区分 

（例１）１つの取組に対して、

関係課が２つ 

①△△△△課  実施区分 A 

②○○○○課  実施区分 B 
A 

（例２）１つの取組に対して、 

関係課が３つ 

①△△△△課  実施区分 A 

②○○○○課  実施区分 B 

③××××課  実施区分 B 

B 

（例３）１つの取組に対して、 

関係課が４つ 

①△△△△課  実施区分 B 

②○○○○課  実施区分 B 

③××××課  実施区分 B 

④□□□□課  実施区分 C 

B 

（例４）１つの取組に対して、  

関係課の事業実施区分が同一 

①△△△△課  実施区分 B 

②○○○○課  実施区分 B 

③××××課  実施区分 B 

④××××課  実施区分 B 

B 
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（２）第２次地域福祉活動計画（前期計画）の実施状況 

全調査数３３のうち、A（計画を上回って実施した）が 15.2（％）、B（概ね計画どお

り施策内容を実施した）が 60.6（％）、C（施策内容の実施状況は計画より遅れている）

が 21.2（％）という結果となっています。 

図表 26 第２次地域福祉活動計画の取組状況 

基本目標 個別支援方針 調査数 
調査結果 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

１ 支え合い・助け合

いの場と機会を

つくる まえばし 

ア 小地域ごとの支え合い、助け合

いの場づくりを支援します 
2 0 0 2 0 0 

イ 支え合い・助け合いに参加する

機会（ボランティアや地域福祉活動）

を支援します 

３ 0 3 0 0 0 

ウ 市と協働し、市民が地域で交流

する機会（サロン活動等）を支援し

ます 

3 0 3 0 0 0 

合 計 8 0 6 2 0 0 

２ 支え合い・助け合

い の 人 を 育 む 

まえばし 

ア 福祉の担い手を育成します 3 0 1 1 0 1 

イ 地域資源の発掘と連携を進めま

す 
2 1 0 1 0 0 

ウ 市と協働し、市民が互いを尊重

し合い、協力し合う意識づくりを推

進します 

3 0 2 1 0 0 

合 計 8 1 3 3 0 １ 

３ 誰もが安全・安

心・健康に暮らせる 

まえばし 

ア 防災・防犯、生活課題の解決に

向けた話し合いやネットワークづく

りを支援します 

4 2 2 0 0 0 

イ 地域生活安全プログラムへの市

民参加を支援します 
3 0 1 2 0 0 

ウ 地域ぐるみの健康づくり・介護予防

の取組への市民参加を支援します 
2 1 1 0 0 0 

合 計 9 3 4 2 0 0 

４ 困りごとを共有

し、みんなで解決す

る まえばし 

ア 支え合い・助け合いを基盤とし

た市民主体の相談支援体制づくりと

相談援助活動を支援します 

3 0 3 0 0 0 

イ 利用者本位のサービスを推進し、

サービスの利用を援助します 
3 0 3 0 0 0 

ウ 市民の支え合い・助け合いと支援組

織を結び付けたネットワークづくりを推
2 1 1 0 0 0 
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進します 

合 計 8 1 7 0 0 0 

総 合 計 33 5 20 7 0 1 

（構成比：%） 100 15.2 60.6 21.2 0 3.0 

（３）基本目標ごとの取組状況 

地域福祉計画と地域福祉活動計画は連動しているため、各基本目標の取組状況につい

て一体的に示すこととします。 

【基本目標１ 支え合い・助け合いの人を育む まえばし】 

施策・支援方針 主な取組内容 主な実績 

取
組
概
要

市施策方針１ 

「支え合い・助け合いの場

づくりを支援します」 

市社協支援方針１ 

「小地域ごとの支え合い・

助け合いの場づくりを支援

します」 

・地域づくり推進事業

を通じた住民と行政が

一緒に取り組む地域づ

くりの推進 

・自治会活動への支援 

・市社協と長寿包括ケ

ア課、地域包括支援セ

ンターのコーディネー

トチームによる地域づ

くりの場の支援（生活

支援体制整備事業） 

・市内２３地区で地域づくり協議会

が発足 

・市民サービスセンターやコミュニ

ティセンターへ地域担当専門員の配

置 

・自治会活動や自然災害に伴う修繕

等への補助 

・地区ごとの話し合いの場の拡充 

・『地区社協活動マニュアル』の作成 

・『支え合いの手引き』の活用を通じ

た地区別計画の策定支援 

市施策方針２ 

「支え合い・助け合いに参

加する機会を提供します」 

市社協支援方針２ 

「支え合い・助け合いに参

加する機会（ボランティア

や地域福祉活動）を支援し

ます」 

・市民活動支援センタ

ー（M サポ）による市

民、団体、NPO による

ボランティア活動への

支援 

・市社協ボランティア

センターとの連携 

・地域づくり活動の担

い手支援 

・公民館機能の充実 

・地域福祉活動の情報

提供 

・地域福祉活動やボラ

ンティア活動の支援 

・分野別交流会の開催 

・M サポふれあい祭りの開催 

・各種活動の相談対応 

・ボランティアのマッチング 

・各種セミナーの開催 

・まえばし地域活動ポイント制度の

実施 

・地域住民のニーズや地域課題に関

する学習機会の提供 

・地区社会福祉協議会での研修機会

の拡充 

・ボランティアの活動機会の拡充 

市施策方針３ 

「市社協と協働し、市民が

・ふれあい・いきいき

サロンの活動支援 

・市内すべての地区で「高齢者サロ

ン」の設置 
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地域で交流する機会を支援

します」 

市社協支援方針３ 

「市と協働し、市民が地域

で交流する機会（サロン活

動等）を支援します」 

・ふれあい・いきいき

サロン活動の担い手づ

くり 

 

・「高齢者サロン」275 か所、「子育

てサロン」25 か所、「障害者サロン」

1 か所の設置（平成３０年度末時点） 

 

【基本目標２ 支え合い・助け合いの人を育む まえばし】 

 施策・支援方針 主な取組内容 主な実績 

取
組
概
要 

市施策方針１ 

「福祉の担い手を育成しま

す」 

市社協支援方針１ 

「福祉の担い手を育成しま

す」 

・ボランティア、NPO

の育成、支援 

・専門ボランティア団体

の養成 

・高齢者の生きがい活動

促進 

・市社協ボランティアセ

ンターによる情報提供、

情報交換 

・介護予防サポーター養成研修の実

施 

・市民活動支援センター（M サポ）

によるボランティアのコーディネー

ト 

・手話奉仕員養成講座の実施 

・点訳奉仕員養成講座の実施 

・ファミリーサポートセンター事業

による相互援助活動 

・老人クラブへの支援 

・ホームページ等でのボランティア

情報の発信 

・市内大学との連携 

市施策方針２ 

「支え合い・助け合いに参

加する機会を提供します」 

市社協支援方針２ 

「支え合い・助け合いに参

加する機会（ボランティア

や地域福祉活動）を支援し

ます」 

・各種団体への支援 

・企業の地域福祉活動支

援 

・民生委員児童委員連絡協議会、老

人クラブ連合会、保健推進員協議会、

食生活改善推進員協議会、前橋保護

区保護司会、前橋市更生保護女性

会、前橋市自治会連合会、地区社会

福祉協議会などの地域に根差した団

体への支援 

・社会貢献に意欲のある企業への福

祉教育の支援 

市施策方針３ 

「市社協と協働し、市民が

地域で交流する機会を支援

します」 

市社協支援方針３ 

「市と協働し、市民が地域

で交流する機会（サロン活

動等）を支援します」 

・学校における福祉教育

支援 

・社会教育における福祉

学習推進 

・人権意識の向上 

・男女共同参画の推進 

・福祉教育セミナーの紹介 

・人権を考える映画のつどいの実施 

・出前講座「人権について考えよう」

の実施 

・人権施策ネットワーク会議の開催 

・男女共同参画週間におけるパネル

展示、セミナーの開催 

・男女共同参画情報誌の作成 
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 ・学校や地域における福

祉教育の実施 

・前橋市社会福祉大会の

実施 

・市内４０校以上の小学校、中学校、

高等学校、専門学校、大学での福祉

体験講座の実施 

・福祉に携わる功労者の表彰を通じ

た福祉への関心の喚起 

 

【基本目標３ 誰もが安全・安心・健康に暮らせる まえばし】 

 施策・支援方針 主な取組内容 主な実績 

取
組
概
要 

市施策方針１ 

「地域ぐるみで安全対策を

推進します」 

市社協支援方針１ 

「防災・防犯、生活課題の解

決に向けた話し合いやネット

ワークづくりを支援します」 

・避難行動要支援者制度

の推進 

・自主防災活動への支援 

・自主防犯活動への支援 

・安心カード設置事業推

進 

・見守り活動のネットワ

ーク構築 

・災害発生時の避難行動が自力では

難しい方の情報を自治会や民生委

員、警察等へ提供し、有事の際の支

援体制整備 

・「避難所開設・運営マニュアル」

での福祉避難所の指定 

・地域の自主防災組織への防災訓練

の実施支援 

・自主防犯活動組織「まちの安全ひ

ろげたい」への活動物品や見舞金の

支給 

・「まちの安全ひろメール」での防

犯情報の発信 

・防犯関係団体への支援 

・安心カードの設置 63,572 枚（平

成３０年度末時点） 

・『見守り活動の手引き』を活用し

た自治会単位の見守り活動への支援

（令和元年度 50 自治会） 

・「見守りフォーラム in まえばし」

の開催 

市施策方針２ 

「前橋の地域生活安全プロ

グラムを推進します」 

市社協支援方針２ 

「地域生活安全プログラム

への市民の参加を支援しま

す」 

・地域での支え合い体制

づくりの推進 

・ひとり暮らし高齢者実

態の把握 

・介護予防・生活支援サ

ービス事業の提供 

・認知症サポーターの養

成 

・虐待防止対策 

・ＤＶ防止対策 

・生活支援体制整備事業として、地

域における支え合い活動を生み出す

ことを目的とした、企画会議等の開

催 

・自立支援協議会における情報共有

及び専門部会での地域課題の検討 

・群馬県地域見守り支援事業の実施 

・老人クラブ連合会会員や地域ボラ

ンティアによるひとり暮らし高齢者

への訪問、声かけ 

・ひとり暮らし高齢者基礎調査の実

施 

・認知症サポーター22,186 人（平
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成３０年度末） 

・前橋市障害者虐待防止センターで

の障害者虐待対応 

・地域包括支援センター（１２か所）

での高齢者虐待対応 

・配偶者暴力相談支援センターでの

ＤＶ相談対応 

・「交流・見守り・支え

合い」活動の推進 

・災害ボランティア活動

の推進 

・『支え合いの手引き』による、地

区社会福祉協議会への支援 

・災害ボランティアセンターの設置

訓練 

・災害派遣職員による市民向け研修 

市施策方針３ 

「地域ぐるみの健康づく

り・介護予防を推進します」 

市社協支援方針３ 

「地域ぐるみの健康づく

り・介護予防の取組への市民

参加を支援します」 

・健康教室の実施 

・地域の食育推進活動へ

の支援 

・介護予防普及 

・介護予防活動ポイント

制度の推進 

・健康づくり、介護予防

の普及 

・介護予防活動ポイント

制度の運営 

・市民活動団体や学校、企業でのい

きいき健康教室の開催 

・食生活改善推進員を中心とした栄

養教室の開催 

・高齢者への栄養と口腔を合わせた

内容の教室 

・ピンシャン！元気体操の実施 

・介護予防活動ポイント研修の実施 

・介護予防サポーターの活動支援 

・ふれあい・いきいきサロンへの看

護師派遣 

・各老人福祉センターでの健康相談、

機能訓練実施 

・介護予防活動ポイント登録研修会、

活動体験会の実施 

 

【基本目標４ 困りごとを共有し、みんなで解決する まえばし】 

 施策・支援方針 主な取組内容 主な実績 

取
組
概
要 

市施策方針１ 

「利用者本位のサービスを

推進するため、情報提供・相

談体制を充実します」 

市社協支援方針１ 

「支え合い・助け合いを基盤

とした市民主体の相談体制

作りと相談援助活動を支援

します」 

・各種サービスや相談窓

口等の情報提供 

・相談対応の充実 

・各種団体への情報提供 

・専門機関との連携 

・身近な相談体制の確保 

・サービスや相談窓口の

情報提供 

・相談業務の充実、連携 

・『みんなのらいふ』の発行による

障害福祉等の取組周知 

・障害福祉の啓発を目的とした「み

んなのフェスタ」の開催 

・「声の広報」提供 

・『こんにちは前橋市地域包括支援 

センターです』の発行による機関周

知 

・認知症ケアパスの発行による認知

症相談窓口の周知 

・前橋市ホームページのリニューア
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ルによるアクセシビリティの向上 

・介護予防や認知症などの各種出前

講座の実施 

・障害に関する窓口である相談支援

事業所での相談対応 

・生活困窮に関する窓口であるまえ

ばし生活自立相談センターでの相談

対応 

・児童福祉に関する窓口である家庭

児童相談室での相談対応 

・市民相談（一般、法律、行政、人

権、公証、登記など）の実施 

・高齢、障害、児童、生活困窮など

の各分野において専門機関との連携

体制の構築 

・『社協だより』の発行 

・社協ホームページの運営 

・心配ごと相談所におけるよろず相

談の実施 

・地区担当者のコミュニティソーシ

ャルワーク機能を生かした身近な相

談窓口設置 

市施策方針２ 

「利用者本位のサービスと

権利擁護を推進します」 

市社協支援方針２ 

「利用者本位のサービスを

推進し、サービスの利用を援

助します」 

・福祉サービスに関する

苦情、意見等への対応 

・福祉サービスの質の確

保 

・成年後見制度の利用支

援 

 

 

・事業所への苦情に対する情報提供

や実地検査への同行 

・第三者評価制度の周知 

・判断能力が不十分な方への福祉サ

ービスの相談や金銭管理を行う日常

生活自立支援事業の実施 

・福祉、医療、司法のネットワーク

を生かした権利擁護に関する相談対

応 

市施策方針３ 

「困難を抱える市民の孤立

を防止します」 

市社協支援方針３ 

「市民の支え合い・助け合い

と支援組織を結びつけたネ

ットワークづくりを推進しま

す」 

・生活困窮者自立支援 

・子どもの貧困 

・引きこもり等若者への

支援 

・まえばし生活自立相談センターに

よる生活に困窮する方への支援実施 

・経済的困窮等の事情による支援が

必要とする中学生への学習支援実施 

・生活福祉資金の貸付実施 

・スクールアシスタントやオープン

ドアサポーターの配置による不登校

の児童生徒やひきこもり傾向のある

中学卒業生への支援 
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（４）前期計画の推進目標の検証 

〔基本目標１〕 

項 目 名 
計画当初 現 状 目 標 

（平成 25 年度末） （平成 30 年度末） （平成 31 年度末） 

1 地域づくり協議会設立地区数 22地区 23地区 24地区 

2 地区座談会開催回数 14回 19回 23回 

3 地区別活動計画策定数 8地区 8地区 23地区 

4 自主学習グループ団体数 847団体 811団体 920団体 

5 高齢者サロン 248か所 275か所 260か所 

6 子育てサロン 24か所 25か所 30か所 

（基本目標１ 現状・課題など） 

■地域づくり協議会は、ほぼ全地区で協議会が設置されています。地域の主体性が発揮され

るよう、メンバーの交代の影響を受けない組織づくりが求められています。 

■ふれあい・いきいきサロンは順調に数を伸ばし、地域での交流の場が増えています。前橋

市の交流促進の拠点として、さらに発展していくよう継続した支援が必要です。 

■自主学習グループ数は減少していますが、公民館での講座参加者数は伸びていることから、

今後は学習した成果を自主的なグループ活動へ発展させることが課題となっています。 

■地区別活動計画の策定は計画通り進みませんでしたが、前期計画の見直しに合わせ、後期

計画では全２３地区での地区別計画を策定することになりました。 

 

〔基本目標２〕 

項 目 名 
計画当初 現 状 目 標 

（平成 25 年度末） （平成 30 年度末） （平成 31 年度末） 

1 
市民活動支援センターボランティア登

録団体数 
230団体 353団体 250団体 

2 介護予防サポーター数 647人 1,240人 1,200人 

3 

手話奉仕員養成講座受講者数 

111人 150人 130人 

点訳奉仕員養成講座受講者数 

4 自治会役員の女性割合 11.0％ 19.0％ 20.0% 

（基本目標２ 現状・課題など） 
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■市民活動ボランティア団体は５年間で１２０団体以上の登録が増えており、地域福祉の担

い手としての活躍が期待されます。また、地域での介護予防推進の担い手である介護予防サ

ポーターも増えており、引き続き活躍の場を支援していくことが重要です。 

■自治会役員の女性割合も増加していますが、地域活動における男女共同参画の推進を図る

ため、継続的な周知啓発や学習機会の提供が必要です。 

 

〔基本目標３〕 

項 目 名 
計画当初 現 状 目 標 

（平成 25 年度末） （平成 30 年度末） （平成 31 年度末） 

1 
住民参加型在宅福祉サービス活動会

員数 
92人 80人 120人 

2 
住民参加型在宅福祉サービス活動件

数 
897件 360件 1,200件 

3 認知症サポーター数 14,049人 22,186人 20,000人 

4 

いきいき健康教室 開催数 119回 174回 現在の水準を維持 

いきいき健康教室 参加者数 5,267人 7,959人 現在の水準を維持 

5 
おやこ食育教室や各種食育教室参加

者数 
2,173人 14,258人 現在の水準を維持 

6 ピンシャン！元気体操参加者数 60,053人 66,479人 65,000人 

7 介護予防活動ポイント制度登録者数 647人 1,206人 1,200人 

8 
要配慮者（要援護者）見守りモデル事

業 
- 46自治会 50自治会 

 

（基本目標３ 現状・課題など） 

■住民参加型在宅福祉サービスは、実績が徐々に下降してきており、希望する支援内容が多

様化してきていることが伺えることから、取組の見直しが考えられます。 

■認知症サポーター数は年々増加しています。引き続き周知を行うとともに、地域や職場等

での活動に繋がるよう、スキルアップを図っていくことが必要です。 

■いきいき健康教室や食育に関する教室などへの参加者数は伸びています。今後は新たに若

い世代や働き盛り世代への食育を重点課題として取り上げ、大学や企業等と連携した取組が

必要です。 

■ピンシャン！元気体操の参加者数は伸びています。引き続き、参加者の拡大や利用者のニ

ーズに応える取組が求められています。 
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■介護予防活動ポイント制度登録者は増加していますが、活動の継続にあたり、登録者のス

キルアップや活動の場の拡充等が課題です。 

■要配慮者見守りモデル事業を実施している自治会は増加しています。各自治会が継続した

取組を行えるよう、地域のつながりや支え合い活動に関して、理解が得られるような働きか

けが必要です。 

 

〔基本目標４〕 

項 目 名 
計画当初 現 状 目 標 

（平成 25 年度末） （平成 30 年度末） （平成 31 年度末） 

1 障害者相談支援事業相談件数 4,153件 4,567件 4,500件 

2 家庭児童相談件数 2,639件 3,609件 3,000件 

3 自立相談支援事業相談件数 
33件 

（H26.11末現在） 
636件 250件 

4 
学習支援参加生徒の高等学校等進学

率 
94.1％ 100％ 99.0％ 

（基本目標４ 現状・課題など） 

■障害者相談支援事業所や家庭児童相談室、自立相談支援事業での相談件数は年度により増

減はありますが、どの相談窓口においても、複雑化した問題を抱えている人が存在していま

す。そのため、専門性の確保や庁内の連携体制、関係機関との継続した支援体制が重要にな

っています。 

■学習支援参加生徒の高等学校進学率は高い水準にあります。引き続き貧困の連鎖解消に向

けた事業展開が求められています。 
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（５）第２次計画（後期計画）への反映 

後期計画への反映として以下の点が挙げられます。 

■実施できなかった施策については、課題を吸い上げ、見直しを図る。 

■各関連事業からポイントを絞り、地域福祉を実現する施策について選択する。 

■国から地域福祉計画への反映が求められている施策について、市の実情に即した取組の

検討を進める。 

■計画の進捗管理を行うため、施策の成果に関する評価について、評価手法を示すことに

加え、評価しやすい計画への展開を図る。 

 

＜計画の評価から反映までの流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策定時からの各施策

の変化及び現状把握 

ポイントを絞

った施策の

選択 
実施した施策の課題

の吸い上げ・見直し 

施策の抽出 国から求められている 
施策の検討 

評価・検証 

第２次計画（後期計画）

への位置づけの検討 

施策成果の評価 
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３ アンケートからみる地域福祉の状況 

町内会等の集まりで顔を合わせる機会は増えています 

 隣人との付き合いをみてみると、５年前より頼みごとや相談ができる親しいつきあいをし

ている方が減っています。一方、町内会等で顔を合わせる機会は増えています。地域での支

え合いを進めていくために、まずは隣人と顔の見える関係を作ることが大切です。 

 

図表 27 隣人とのつきあいの程度について（１つ選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：地域福祉に関する市民アンケート調査（平成２６年、令和元年） 

 

地域の人が抱える困りごとは複合的で、様々な困りごとが存在します 

 地域福祉を推進する主体である自治会や民生委員児童委員などに質問したところ、５年前

と変わらず「一人暮らしの高齢者などの安否」が地域の困りごとの中で高い比重を占めてい

ます。また、その時々の状況により困りごとは変化し、平成２６年に本市に記録的な大雪が

降ったことから、平成２６年のアンケートでは「雪かきや雪下ろし」に困っているとしてい

ましたが、令和元年のアンケートでは割合は下がっています。５年前と比較すると、「生活の

維持（家事、掃除、洗濯やゴミ出しなど）」、「雑草の除草、枝落とし、落ち葉かきなど」とい

った普段の生活の中にあることに困っている割合が高くなっています。 

 

図表 28 皆さんが相談を受けたり、見聞きする生活の困りごとは何ですか。（あてはまるものすべて選択） 

項目 
Ｈ26 

（n=224） 

R1 

（n=241） 

増減 

（H26/R01） 

一人暮らしの高齢者などの安否 58.5% 55.2% △3.3% 

生活の維持（家事、掃除、洗濯やゴミ出しなど） 26.3% 34.4% 8.1% 

生活必需品の買い物 21.9% 23.2% 1.3% 

一人での外出 35.3% 16.6% △18.7% 

重いものの移動・運搬 14.3% 20.3% 6.0% 

雑草の除草、枝落とし、落ち葉かきなど 21.4% 41.1% 19.7% 

項目 
Ｈ26

（n=1,162） 

Ｒ1 

（n=1,045） 

増減 

（H26/R01） 

あいさつをする程度 15.7% 16.5% 0.8％ 

外で立ち話をする人がいる 40.6% 37.6% △3.0％ 

簡単な頼みごとや相談をする人がいる 33.6% 27.8% △5.8％ 

町内会等の集まりで顔を合わす程度 6.6% 12.1% 5.5％ 

ほとんど付き合いが無い 0.9% 1.7% 0.8％ 

その他 1.5% 1.6% 0.1％ 

無回答 1.0% 3.6% 2.6％ 



第２章 前橋市の地域福祉を取り巻く状況 ３ アンケートからみる地域福祉の状況 

 40 

雪かきや雪下ろし 46.0% 22.4% △23.6% 

電球など高いところにのぼる作業 14.3% 16.6% 2.3% 

高齢者同士の介護 35.3% 27.8% △7.5% 

家族介護者の負担 32.6% 24.1% △8.5% 

子ども・要介護者・障害者等のちょっとした預かり 9.4% 7.1% △2.3% 

災害発生時の避難 21.4% 30.7% 9.3% 

災害時の避難所生活 6.7% 15.4% 8.7% 

振り込め詐欺や悪徳商法 15.6% 18.3% 2.7% 

子どもの登下校時の安全確保 38.8% 32.0% △6.8% 

空き家の増加など地域の安全確保 31.7% 31.5% 0.2% 

家庭内暴力や虐待への対処 9.8% 10.0% 0.2% 

適切な相談先 21.9% 12.9% △9.0% 

福祉サービスに関する情報収集 25.9% 22.4% △3.5% 

夜間、休日の救急医療 13.4% 12.0% △1.4% 

その他 21.0% 9.1% △11.9% 

病院への通院 16.1% 22.0% 5.9% 

病院から退院した後の生活 9.8% 11.2% 1.4% 

個人情報の漏洩やうわさ 1.8% 6.6% 4.8% 

外国籍市民に関すること 7.6% 5.8% △1.8% 

生活困窮者に関すること 2.2% 7.1% 4.9% 

障害者などへの偏見や差別 14.7% 3.7% △11.0% 

若年層のひきこもり 8.0% 16.2% 8.2% 

職（仕事）さがし 12.9% 4.1% △8.8% 

無回答 2.2% 2.1% △0.1% 

 
資料：地域福祉に関する団体アンケート調査（平成２６年、令和元年） 

 

地域で困っている人への支援の気持ちがある人が大勢います 

無理なくできる支え合いの取組や仕組みづくりが大切です 

 ５年前から引き続き、支援が必要な方へ支援したい気持ちを持っている方が地域には多く

います。また、地域福祉を推進する各団体においても、安心して住み慣れた地域で暮らして

いくためには、「地域住民が無理なくできる支えあい・助けあいの取組としくみづくり」とい

う回答が多いことからも、「支援をしたいが自身にその余裕が無い」、「支援がしたいが何をす

ればいいかわからない」と回答した方の“支援したい気持ち”を発揮してもらうため、本市

や市社協が連携し、地域における“つながり”や“支え合い”づくりをサポートしていく必

要があります。 
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図表 29 あなたは支援を必要としている隣人への援助をしたいと思いますか（１つ選択） 

項目 
Ｈ26

（n=1,162） 

Ｒ1 

（n=1,045） 

増減 

（H26/R01） 

自分のできる範囲で支援したい 71.7% 60.7% △11.0％ 

支援をしたいが自身にその余裕が無い 16.7% 18.9% 2.2％ 

支援をしたいが何をすればいいかわからない 6.5% 8.8% 2.3％ 

行政の仕事であり隣人が支援する必要は無い 1.5% 1.6% 0.1％ 

他人事にかかわりたくない 1.5% 2.7% 1.2％ 

その他 0.9% 1.6% 0.7％ 

無回答 1.2% 5.6% 4.4％ 

 
資料：地域福祉に関する市民アンケート調査（平成２６年、令和元年） 

 

図表 30 年齢や健康状態、生活状況などにかかわらず、すべての前橋市民が安心して暮らすためには、ど

のような取組が必要だと思いますか（２つまで選択） 

項目 
Ｈ26

（n=224） 

R1 

（n=241） 

増減 

（H26/R01） 

地域住民が無理なくできる支えあい・助けあいの取組とし

くみづくり 
63.1% 66.5% 3.4％ 

地域住民と地域団体（自治会や民生児童委員連絡協議

会など）の連携・協働 
39.0% 44.6% 5.6％ 

地域住民・地域団体に対する専門機関（市社協や社会福

祉・介護施設など）の支援 
37.3% 31.3% △6.0％ 

地域住民・地域団体に対する行政機関（市や県など）の

支援 
36.1% 25.0% △11.1 

その他 5.8% 4.9% △0..9 

特にない 0.4% 0.4% - 

無回答 2.1% 3.6% 1.5％ 

 
資料：地域福祉に関する団体アンケート調査（平成２６年、令和元年） 

 

地域における支え合いを進めるために、住民の協力や活動の担い手が必要です 

 地域でつながり、支え合っていくためには、その地域で住む住民一人ひとりの協力や理解

が不可欠です。また、地域での支え合いをさらに進めていくためには、地域での支え合い活

動の担い手を確保し、育成することや地域にある組織や資源が有効に結びつくよう働きかけ、

取り組むことが大切です。本市と市社協がともに共通認識をもち、引き続き、地域づくりへ

の支援を行うことが重要になってきます。 
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図表 31 『地域における支え合い』を進めるために必要な条件は何だと思いますか（３つまで選択） 

項目 
R1 

（n=241） 

地域住民の協力や理解 67.6% 

活動を進める組織 23.7% 

活動の担い手 45.6% 

地域内の人や団体の連携 36.9% 

活動資金 9.1% 

活動拠点 2.9% 

その他 2.1% 

無回答 0.8% 

 

資料：地域福祉に関する団体アンケート調査（令和元年） 
 

本人の権利を守る仕組みを知ってもらう必要があります 

 本人の権利を守る手段の１つである成年後見制度について、制度の内容が約７割の方に知

られていませんでした。自分自身のためであり、地域における権利擁護の取組としても、成

年後見制度の正しい知識を持ってもらうことが必要です。 

図表 32 成年後見制度を知っていますか（１つ選択） 

項目 
Ｒ1 

（n=1,045） 

内容を知っている 33.5% 

聞いたことはあるが内容はわからない 37.6% 

知らない 21.2% 

無回答 7.7% 

 
資料：地域福祉に関する市民アンケート調査（令和元年） 

 

地域の力が犯罪や非行を防ぎます 

 罪を犯した人が再び地域の中で暮らしていくためには地域での理解が必要です。犯罪や非

行の防止や立ち直り支援のための広報活動などを行う「社会を明るくする運動」や再犯防止

につながる就労支援対策の１つである「協力雇用主制度」などの取組はまだあまり知られて

いません。そのため、まずは市民一人ひとりに正しく知ってもらう必要があります。 
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図表 33 社会を明るくする運動を知っていますか（１つ選択） 

項目 
Ｒ1 

（n=1,045） 

知っている 38.0% 

知らない 54.8% 

無回答 7.2% 

 

図表 34 協力雇用主制度を知っていますか（１つ選択） 

項目 
Ｒ1 

（n=1,045） 

知っている 17.4% 

知らない 75.3% 

無回答 7.3% 

 

図表 35 犯罪をした人が再び地域で暮らしていく中で、地域住民の協力は必要だと思いますか（１つ選択） 

項目 
Ｒ1 

（n=1,045） 

必要である 51.4% 

どちらともいえない 38.9% 

必要ない 2.9% 

無回答 6.9% 

資料：地域福祉に関する市民アンケート調査（令和元年） 
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４ 本市の地域福祉を取り巻く現状のまとめ 

■全国的な傾向と同様に、本市においても総人口が減少傾向に転じており、老年人口（65

歳以上）の占める割合も高まっています。また、世帯を見てみると、核家族化が進行し、父

子家庭や母子家庭といったひとり親世帯も微増しておりますが、特にひとり暮らし高齢者世

帯（65 歳以上）の増加が際立っているなど、今後は複合的な支援が必要な世帯が増えてい

くことが予想されます。また、介護保険サービスを受けるための要介護（要支援）認定者も

増加傾向にありますが、療育手帳保持者、精神保健福祉手帳所持者の増加割合も高くなって

おり、引き続き、障害のある人に対する就労等の自立支援体制の充実が必要であることがわ

かります。そのほか、子育て家庭における家庭児童相談室における相談指導件数が伸びてい

るほか、生活保護人員も増加しているなどの現状も伺えます。 

 

■前期計画において掲げた推進目標を検証してみると、地域での交流の場が増え、ボランテ

ィアといった地域福祉の担い手が増えてきていることなどがわかりましたが、各相談窓口で

は、多様化した問題を抱えた人が増えてきていることを課題として捉えていることから、相

談を丸ごと受け止めるため、各相談窓口が密接につながり、関係者、専門機関との連携体制

を強化し、支援の輪を広げていく仕組みが重要となっています。さらには、複合化、複雑化

した相談を受けるため、包括的な相談支援体制の構築についても、検討していくことが必要

となります。 

 

■アンケートの結果を見ると、近隣住民とのつながりの希薄化や様々な不安を持っているこ

とが分かる反面、町内会等を通じて顔を合わせる機会も増えるなかで、地域住民相互の自主

的な支え合いを必要と感じている人も多く、自分のできる範囲でボランティアや地域活動へ

参加したいという人も数多くいることも分かりました。 

 

■このような現状に対して、「人」と「人」、「人」と「資源」を結び合わせて介護、子育て、

障害、生活困窮など様々な分野をつなぎ、制度の狭間の問題や複合化・複雑化した課題の発

見・解決に力を入れていく必要があります。 

また、地域生活課題を地域住民が自らの課題として主体的に捉え、解決できるような取組

を地域の実情に応じて実施できるような『市民の力』を増進する組織づくりとともに、地域

の状況や活動等についての情報共有や気軽に参加できる交流の場づくり、ボランティア参加

へのきっかけづくりなどを通じて『地域の力』を活性化するため、継続した総合的な支援体

制の構築を進める必要があります。
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１ 基本理念 

後期計画では、まえばしのしあわせ文化の実現を目指した、前期計画における基本理

念の「ひとりより、ふたりより、つながってしあわせ まえばし」を引き続き継承しつ

つ、「つながりづくり」を活かした「支え合い」の仕組みづくりへの展開を行います。地

域における多様な主体が「我が事」として捉え、人や組織が「丸ごと」つながり、住民

一人ひとりの暮らしと生きがいを創っていく『地域共生社会』の実現を目指し、基本理

念を以下のとおり示します。 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

つながって 支え合う 地域共生のまち まえばし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 本 理 念 
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２ 基本目標と市民、地域、市社協、市の取組 

市民、地域、市社協、本市が一体となって基本理念の実現を目指し、地域福祉の推進

を図ります。前期計画では市民相互の“つながり”を作るための４つの基本目標を掲げ

ていましたが、後期計画では引き続きその“つながり”づくりを進めるとともに、「生活

支援・相談支援・市民活動支援」を地域福祉の推進する上での重要な３つの柱として捉

え、今までの基本目標と市の施策方針、市社協の活動方針を整理するとともに、３つの

柱を支えるための新たな３つの基本目標及びそれに紐づく市民、地域、市社協、本市の

取組を掲げた体系に見直しました。 
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３ 基本目標について 

 基本理念「つながって 支え合う 地域共生のまち まえばし」を実現していくために掲

げた３つの基本目標が目指す方向性を以下に示します。 

 

基本目標１ 地域で支え合い 安全・安心・健康で暮らす まえばし 

ポイント 生活支援（交流、見守り、支え合い）、防犯・防災、子育て、健康づくり、食育、

介護予防 

方向性 地域における介護予防活動や自主防災活動などの地域活動の基盤となっている「市

民の力」、「地域の力」は前橋市にとって貴重な財産です。 

市民一人ひとりが主役となり、地域や福祉に関する理解を深めていくとともに、地域での

安全・安心・健康な暮らしづくりが進められるよう、交流・見守り・支え合いの活動への支

援を行います。 

本市が目指す５年後の姿 住民同士の交流や参加の機会が増加し、地域での活動に参加する

人が増えるとともに、住み慣れた地域で安心して暮らせると感じる人が増えている。 

 

基本目標２ 困りごとを共有し みんなで解決する まえばし 

ポイント 相談支援、情報提供、包括的な相談支援体制、権利擁護（虐待、DV、成年後見）、

生活困窮、引きこもり 

方向性 社会的孤立や８０５０問題などの複雑で複合的な課題を抱え、生きづらさを感じる

人が増えてきています。 

そのような人が地域で孤立することなく、必要な支援につがるよう、身近で相談し合える

地域づくりを進めるとともに、包括的な相談支援体制の整備に努めます。 

本市が目指す５年後の姿 様々な困りごとを抱えている人が、相談窓口で適切な相談支援を

受け、本人と支援者がつながり続けることができる仕組みが構築されている。 

 

基本目標３ みんなでつながり 地域づくりを進める まえばし 

ポイント 市民活動支援、多様な主体との連携・協働、ボランティア、福祉教育、人づくり、

地域づくり 

方向性 本市では、地域福祉に関わる多様な主体が、個人や地域で抱える課題の解決に向け

た取組を行っています。そうした「市民の力」、「地域の力」をさらに高めていくため、新た

な担い手づくりに努めるとともに、多様な主体が連携・協働するよう、有機的につなげてい

きます。 

本市が目指す５年後の姿 地域におけるつながりの場や学びの場を通じた市民活動の活性化

により、助けが必要な人への援助を行いたいと思う人が増え、ボランティアなどの様々な担

い手が増加している。 
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４ 計画の体系 

基本理念施策方針（地域福祉計画） 

基
本
理
念 

 

つ
な
が
っ
て 

支
え
合
う 
地
域
共
生
の
ま
ち 

ま
え
ば
し 

 

１ 地域で支え合い 

安全・安心・健康で暮らす 

まえばし 

基本目標 

２ 困りごとを共有し 

みんなで解決する 

まえばし 

３ みんなでつながり 

地域づくりを進める 

まえばし 

本市が目指す５年後の姿 

住民同士の交流や参加の機会が増加し、地域での活

動に参加する人が増えるとともに、住み慣れた地域で

安心して暮らせると感じている人が増えている 

 

本市が目指す５年後の姿 

様々な困りごとを抱えている人が、相談窓口で適切な

相談支援を受け、本人と支援者がつながり続けること

ができる仕組みが構築されている 

本市が目指す５年後の姿 

地域におけるつながりの場や学びの場を通じた市民

活動の活性化により、助けが必要な人への援助を行

いたいと思う人が増え、ボランティアなどの様々な担

い手が増加している 

 

市民・地域の取組 

３ 地域の活動に興味・関心を持

ち、地域のためにできることを 

考えましょう 

１ みんながつながって、 

見守りや支え合い活動に参加し、

健康で安全・安心な地域を作り

ましょう 

２ 困っている人を相談窓口に

つなぎ、一人の孤立者も出さない 

地域づくりに協力しましょう 
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③様々な困難を抱える市民の孤立防止 

 

 

市社協・市の取組 具体的な取組 

２ 孤立を防ぎ、包括的に受け止め

る相談体制・支援体制づくりを 

進めます 

３ 地域福祉の人づくりと市民の

力が発揮できる地域づくりを 

進めます 

１ 地域での支え合いを促進し、 

安全・安心で健康な暮らしづくりを 

進めます 

①地域で協力し合う意識づくりと多様な人材

の育成 

②地域でつながる場づくりと多様な主体との

連携・協働 

①相談支援体制の充実 

②利用者本位のサービスと権利擁護の推進 

①地域での交流を通じたこころと体の健康づ

くりや介護予防 

②地域ぐるみの見守りと安全対策 

③交流・見守りを生かした地域での支え合い 
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１ 重点的に推進する施策 

後期計画で重点的に推進する施策として以下を掲げます。 

 

◇多様な主体の連携・協働による地域づくり 

これからの地域づくりは、地域住民が地域生活課題を共有し、住民相互の理解と交流

を深めることができるように、地域での交流や見守り活動、交流の場づくりなどの地域

福祉活動への参加などを通じた関係づくりが必要です。複合化・複雑化する地域生活課

題に対応するため、地域住民、地区社会福祉協議会をはじめとする、地域の組織、各種

団体、ＮＰＯ法人、事業者、社会福祉法人など地域に関わる多様な主体が連携・協働し

て必要な活動に取り組めるような体制づくりを支援します。 

 

◇課題解決に向けた人づくり 

生活支援や相談支援を進めるために、地域生活課題や今後の地域福祉について学び合

う場や、気軽に立ち寄れる場づくりなどを促進する取組などを通じた地域福祉の担い手

の養成や地域福祉への意識を高める取組などによる人づくりを進めていきます。 

 

◇多機関の協働による包括的支援体制の展開 

誰もが地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる「地域共生社会」

の実現に向けた取組が求められています。住民に身近な圏域で受け止めた解決できない

生活課題などについては、関係機関が丸ごと受け止め、その解決に対して有機的に連携

して、支援を行う体制の整備が求められています。活用し得る社会資源を踏まえ、総合

的な相談支援体制などの具体的な在り方や展開方法について検討を進めていきます。 

 

◇生活困窮者自立支援方策の強化 

生活困窮者自立支援制度の目指す目標として生活困窮者の自立・尊厳の確保と生活困

窮者支援を通じた地域づくりの２つがあります。そのため、生活困窮者に対する包括的

な支援を通じ、自立の確保や様々な分野の社会資源の連携を促進し、行政、関係機関、

地域住民等の協働による支援を通した体制づくりを強化します。 

 

◇成年後見制度の利用促進 

認知症の人の増加や障害のある人の親の高齢化も進んでおり、本人の権利を守るため、
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財産の管理や日常生活等に支障がある人たちを社会全体で支えていくことは重要ですが、

その手段のひとつである成年後見制度はあまり利用されていません。判断能力が衰えて

も、「本人の意思決定」を支援し、権利を守るため、成年後見制度の利用促進に向けた体

制づくりに取り組みます。 

 

◇再犯防止の推進 

犯罪や非行をした人たちが、社会において孤立することなく、円滑に社会復帰できる

よう支援を行うことが求められています。しかし、再犯防止や更生保護は地域において

もあまり身近なものでなく、あまり知られていない現状があります。そのため、罪を犯

した人でも社会の一員として円滑にリスタートできるよう、地域における理解を求める

ため、群馬県再犯防止推進計画の動向も踏まえ、再犯防止施策に取り組みます。 
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基本目標１ 地域で支え合い 安全・安心・健康で暮らす まえばし 

《市民・地域の取組》 

みんながつながって、見守りや支え合い活動に参加し、健康で安全・安心な地域をつ

くりましょう 

《市社協・市の取組》 

地域での支え合いを促進し、安全・安心で健康な暮らしづくりを進めます 

 

具体的な取組① 

地域での交流を通じたこころと体の健康づくりや介護予防 

主体 内容 

市民 

〇サロンや老人クラブ、子ども会など地域の活動に積極的に参加しましょう 

〇地域での交流の場へ近所の方を誘いましょう 

〇健康や介護予防に関する正しい知識を持ち、体力維持のため活動的な生活を送りましょう 

〇地域や仲間との交流を図り、自分の生きがいを持ちましょう 

〇日ごろから楽しい食生活を送りましょう 

地域 

〇地域の団体や事業者など様々な関係者と連携し、住民が気軽に交流できる場をつくりまし

ょう 

〇地域ぐるみで健康づくりや介護予防、生きがいづくりなどを通じた交流に取組みましょう 

市社協 
〇ふれあい・いきいきサロン活動や交流の場への支援を行います 

〇健康づくり、介護予防の普及に努めます 

市 

〇世代間の交流を深めるための事業等を総合的に行う自治会への支援を行います 

〇地域の子育て家庭に対する育児支援を行います 

〇市内で活動する団体や学校等へ健康に関する講話を実施し、市民の健康増進を図ります 

〇地域や関係機関と連携した食を通じた世代間交流を促進します 

〇高齢者自らが介護予防に向けた取組を主体的に実施できるよう支援します 

〇社会参加や地域貢献活動を通じた介護予防・健康増進活動を支援します 

〇地域におけるこころの健康づくりを推進します 

【主な事業】 

・住民との交流事業や高齢者の健康増進・介護予防・閉じこもり防止などの自治会活動への

支援【生活課・長寿包括ケア課】 

・地域子育て支援センターや元気保育園として、保育所（園）、認定こども園での子育て支

援【子育て施設課】 

・認知症の人の交流や個別相談の場である認知症カフェやはつらつカフェへの支援【長寿包

括ケア課】 

・旬のテーマに応じたいきいき健康教室の実施【健康増進課】 

・食生活改善推進員を中心とした栄養教室の実施【健康増進課】 

・ピンシャン！元気体操の実施【長寿包括ケア課】 

・介護予防活動ポイント制度への登録・研修等支援【長寿包括ケア課】 

・介護予防サポーター養成研修の実施【長寿包括ケア課】 



第４章 施策の展開 基本目標１ 地域で支え合い 安全・安心・健康で暮らす まえばし 

58 

・こころの健康に関する出前講座の実施【保健予防課】 

 

具体的な取組② 

地域ぐるみの見守りと安全対策 

主体 内容 

市民 

〇災害時に支援が必要な場合は、「災害時避難行動要支援者登録制度」に登録しましょう 

〇日ごろから防災に関する情報を収集し、災害に備えましょう 

〇地域の防災訓練や避難訓練等に積極的に参加しましょう 

〇日ごろから支援が必要な人に気を配り、災害時には地域の人と協力して助け合いましょう 

地域 

〇災害時にひとりで避難できない人を把握しましょう 

〇災害時に地域の人の避難の手助けや安否確認を行いましょう 

〇地域ぐるみで防災訓練や避難訓練を行いましょう 

〇地域での防犯活動や見守り活動に取り組みましょう 

市社協 
〇日常的な見守り活動への支援をします 

〇災害への備えなど安全・安心な暮らしを守る活動を推進します 

市 

〇避難行動要支援者制度の推進に努めます 

〇地域住民による自主防災活動、自主防犯活動を支援します 

〇利用しやすい交通環境や段差の少ない建築物の整備を図ります 

【主な事業】 

・要支援者情報について自治会等の関係機関と共有し、制度の周知実施【防災危機管理課】 

・福祉避難所の適切な開設・運用に向けた検討実施【防災危機管理課・社会福祉課】 

・防災アドバイザーを中心とした防災事業の企画支援や防災訓練の実施支援【防災危機管理

課】 

・自治会を中心に組織された自主防犯組織「まちの安全ひろげたい」への支援【防災危機管

理課】 

・「まちの安全ひろメール」での不審者情報等の防犯情報の発信【防災危機管理課】 

・ノンステップバスの普及促進【交通政策課】 

・公営住宅での段差解消やエレベーターの設置【建築住宅課】 

 

具体的な取組③ 

交流・見守りを生かした地域での支え合い 

主体 内容 

市民 
〇地域福祉活動を進める地域の団体や市の活動に関する理解を深め、積極的に参加しましょ

う 

地域 

〇住民が参加しやすい活動の仕組みを考えましょう 

〇地域の課題を発見し、地域や団体で取り組める活動を行い、活動の内容を広く周知しまし

ょう 

〇団体や組織の体制を強化して、継続的な活動が取り組めるように努めましょう 

市社協 〇「支え合いの手引き」に基づく、地域における支え合い活動への支援を行います 

市 〇自治会や民生委員児童委員、保健推進員などの地域福祉に根差した団体との協働により、
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日常的な支え合い活動の体制づくりを推進します 

〇要支援者や予防対象者への介護予防サービスや生活支援サービスを実施します 

〇認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを目指します 

【主な事業】 

・県の事業とあわせて市独自の事業者とも協定締結した地域見守り支援事業による、事業者

からの情報提供体制の構築【社会福祉課】 

・地区社協を単位とした２３地区における支え合い活動の推進を目的とした生活支援体制整

備事業の展開【長寿包括ケア課】 

・地域内のひとり暮らし高齢者宅への訪問や声かけの実施【長寿包括ケア課】 

・要支援者や予防対象者への介護予防サービスや生活支援サービス（介護予防、配食、買い

物支援等）の実施【長寿包括ケア課】 

・団体、企業、学校等での認知症サポーターの養成講座実施【長寿包括ケア課】 
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基本目標２ 困りごとを共有し みんなで解決する まえばし 

《市民・地域の取組》 

困っている人を相談窓口につなぎ、一人の孤立者も出さない地域づくりに協力しまし

ょう 

《市社協・市の取組》 

孤立を防ぎ、包括的に受け止める相談体制・支援体制づくりを進めます 

 

具体的な取組①  

相談支援体制の充実 

主体 内容 

市民 
〇市の広報誌やホームページなどから必要な情報を収集しましょう 

〇地域の人へ自分が知っているサービスの情報を伝えましょう 

地域 
〇自分の団体の活動や地域における福祉のサービスに関する情報を伝えましょう 

〇地域で困りごとがある方がいたら、相談機関等を紹介しましょう 

市社協 
〇相談窓口の情報提供を行います 

〇身近な相談支援体制の構築を図ります 

市 

〇福祉制度やサービス、相談窓口に関する情報等を分かりやすく提供します 

〇前橋市ホームページのアクセシビリティの向上に努めます 

〇多様な相談内容に対応するため、各相談機関や専門機関などの他機関との連携強化や相談

内容の共有を図り、包括的な相談支援ができる体制の構築に向けた検討を進めます 

〇住民が気軽に相談できる体制づくりを進めるとともに、地域での身近な相談体制について

の支援を行います 

【主な事業】 

・地域包括支援センターチラシの作成【長寿包括ケア課】 

・認知症ケアパスの作成による認知症相談窓口の周知【長寿包括ケア課】 

・地域包括支援センターによる地域資源情報の把握と共有【長寿包括ケア課】 

・こころに悩みを抱えた人が適切な関係機関へ相談できるよう、周知啓発を目的としたリー

フレットの作成【保健予防課】 

・老人クラブなどの団体への認知症に関する出前講座の実施【長寿包括ケア課】 

・ホームページの利用に制約がある人や不慣れな人が適切に情報を取得できるような前橋市

ホームページの運用【市政発信課】 

・市民相談室（一般的な内容、法律、行政、人権等）での対応【生活課】 

・まえばし生活自立相談センターにおける生活困窮に関する相談対応【社会福祉課】 

・子育て世代包括支援センターや家庭児童相談室における子どもや保護者等に関する相談対

応【子育て支援課】 

・地域包括支援センターにおける高齢者等に関する相談対応【長寿包括ケア課】 

・委託相談支援事業所における障害に関する相談対応【障害福祉課】 

・保健師や管理栄養士などにおける健康に関する相談対応【健康増進課】 

・精神科医または保健師・精神保健福祉士によるこころの健康に関する相談対応【保健予防
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課】 

・うつ病やひきこもりなどこころの悩みを持つ若者の相談対応【保健予防課】 

・生活困窮等の様々な困難を抱えた人への包括的な支援を目的とした、庁内関係課との連携

【社会福祉課】 

・地域ケア推進会議の開催による、多様な相談内容に対応する他機関との連携強化【長寿包

括ケア課】 

・前橋市自立支援協議会における地域課題についての共有や協議の実施【障害福祉課】 

・精神保健福祉ネットワーク会議の開催による、地域における精神医療関係者や保健福祉関

係者との連携強化【保健予防課】 

・民生委員児童委員への研修会実施や地区会長会での情報提供【社会福祉課】 

 

具体的な取組② 

利用者本位のサービスと権利擁護の推進 

主体 内容 

市民 

〇自分にあったサービスを主体的に選択するため、福祉に関する情報を活用しましょう 

〇虐待事案を発見した場合は適切な機関へ通報しましょう 

〇成年後見制度などの権利擁護に関する適切な知識を持ちましょう 

地域 

〇地域においてサービス利用で困っている住民がいたときは、適切な福祉のサービスにつな

げましょう 

〇地域で虐待事案を発見した場合は適切な機関へ通報しましょう 

〇判断能力が十分でない方が地域で安心して生活できるよう、成年後見制度などの権利擁護

に関する適切な知識を持ちましょう 

市社協 
〇権利擁護支援に関する総合相談に取り組みます 

〇福祉サービスの質の確保に努めます 

市 

〇福祉サービスの質の確保を行います 

〇子ども、高齢者、障害者への虐待を防止するため関係機関と連携を図り、虐待防止に関す

る周知啓発や通報への迅速な対応に努めます 

〇配偶者等からの暴力防止に向けた総合的な支援に取り組みます 

〇成年後見制度の利用促進に取り組みます 

【主な事業】 

・事業所等への第三者評価制度の周知【介護保険課・障害福祉課】 

・児童虐待防止のためのペアレントトレーニング実施【子育て支援課】 

・要保護児童対策協議会での子どもを守る地域ネットワーク機能の強化【子育て支援課】 

・地域包括支援センターによる高齢者虐待対応【長寿包括ケア課】 

・障害者虐待防止センターによる障害者虐待対応【障害福祉課】 

・障害者虐待防止・差別解消ネットワーク会議による虐待予防・早期発見などの体制強化【障

害福祉課】 

・虐待予防や虐待通報に関する周知啓発の実施【子育て支援課・長寿包括ケア課・障害福祉

課】 

・配偶者暴力相談支援センターによる電話相談・面接相談実施【生活課】 
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・相談カードやリーフレット、DV 防止講座による周知啓発の実施【生活課】 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

【前橋市成年後見制度利用促進計画】 

「成年後見制度の利用の促進に関する法律（促進法）」第 23 条に基づく、市町村における「成年後見

制度の利用促進に関する施策について基本的な計画（市町村計画）」として位置づけます。 

国の成年後見制度利用促進基本計画のポイントは、「利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善」、

「権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり」、「不正防止の徹底と利用しやすさの調和」となって

おり、本市においても、国の基本計画のポイントを踏まえ、成年後見制度の利用促進を目指して取り

組んでいきます。 

 

〇周知啓発 

日常的な生活の見守りや支援を受けながら、安心して地域での生活を送ることができるよう、成年後

見制度の周知啓発を行います。 

〇相談対応 

地域包括支援センターや障害者相談支援事業所といった相談支援機関に対する支援等を行います。 

〇地域連携ネットワークの構築 

地域における見守り活動の中で、認知症や知的障害、精神障害等により判断能力が不十分で、権利擁

護支援が必要な人を早期発見し、必要な支援へ結びつけるために、地域連携ネットワークの構築を進

めます。 

〇協議会の設置 

被後見人等への支援の在り方や方向性を考える「チーム」を支援するため、医療・介護・福祉関係者

に加え、法律の専門職団体等が連携・協力する「協議会」の設置に努めます。また、家庭裁判所等関

係機関との連携強化を図ります。 

〇中核機関の設置 

地域連携ネットワークの旗振り役であり、協議会の運営を行う「中核機関」の設置を進めます。 

〇制度利用支援 

成年後見制度の利用が必要な状況であるにもかかわらず、本人や親族が申し立てを行うことが難しい

場合などに、後見等開始の審判を市長が家庭裁判所に申し立てる、市長申立の適切な活用を図ります。

また、成年後見制度の利用が必要だけれども、経済的な問題等で利用することが困難な方を支援する

ため、申立に係る費用や後見人等の報酬について助成を行います。 

〇日常生活自立支援事業との連携 

前橋市社会福祉協議会で実施している日常生活自立支援事業の利用者について、成年後見制度の利用

が適当な場合は、制度へのスムーズな移行ができるよう、市社協と連携をします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

具体的な取組③ 

様々な困難を抱える市民の孤立防止 

主体 内容 

市民 
〇近所の人と困ったことを相談し合える関係を築きましょう 

〇地域で悩んでいる人や困っている人がいたら相談にのったり、地域や関係機関・団体等の
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相談窓口を紹介しましょう 

地域 

〇地域の中で住民が孤立しないよう、日ごろから見守りや交流といった活動をすすめ、地域

活動の中で気軽に相談できる機会を作りましょう 

〇団体の特性を活用した相談などの対応を行いましょう 

市社協 
〇自立への支援に向けた相談業務の充実や連携を図ります 

〇引きこもりや不登校の人の居場所づくりを進めます 

市 

〇生活困窮者の総合的な支援体制を推進し、経済的困窮等により支援が必要な子供への就学

支援を行います 

〇生活困窮者自立支援制度による「就労準備支援事業」や「就労訓練事業」を活用した社会

参加や社会とのつながりの回復に向けた段階的な支援を行います 

〇不登校や引きこもり等への支援を行います 

〇再犯防止の推進に取り組みます 

【主な事業】 

・社会的孤立等に関する各相談窓口の連携【社会福祉課・長寿包括ケア課・障害福祉課・保

健予防課・青少年課】 

・ひきこもりや長期間就労していない者への段階的な支援実施による就労意欲喚起を行うチ

ャレンジセンターまえばしの実施【社会福祉課】 

・住宅家賃の支給と就労支援の実施を合わせて行う自立促進の取組【社会福祉課】 

・中学生への就学支援（M-Change）の実施【社会福祉課】 

・様々な職業の見学や体験を通した子どもの仕事への興味促進（チャレンジキッズプログラ

ム）の実施【社会福祉課】 

・フードバンクまえばしによる寄付を受けた食品を食べ物に困っている人やこども食堂や無

料学習支援等を実施する福祉団体等への提供【社会福祉課】 

・不登校傾向や指導上問題を抱える児童生徒の実態把握【青少年課】 

・オープンドアサポーターの配置【青少年課】 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

【前橋市再犯防止推進計画】 

「再犯の防止等の推進に関する法律」第 8 条第 1 項に基づく、市町村における「再犯防止等に関する

施策の推進に関する計画」として位置づけます。 

国の「再犯防止推進計画」では、「誰一人取り残さない社会」の実現に向けた５つの基本方針と７つの

重点分野を示しており、群馬県の「群馬県再犯防止推進計画」においても、本県の実情に応じた施策

の実施・検討について示しています。 

本市においても、本市の実情に応じた再犯防止に関する取組を推進し、住民が犯罪による被害を受け

ることを防止するとともに、安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目指します。 

 

〇「群馬県再犯防止推進計画」の推進 

「群馬県再犯防止推進計画」に基づいて、市町村が行うべき取組を積極的に推進します。 

〇再犯防止に関する周知啓発 

犯罪や非行の防止と立ち直りを支援する取組である「社会を明るくする運動」などを通じて、再犯防

止に関する地域での意識の醸成を図ります。 
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〇更生保護活動への支援 

地域における更生保護の活動拠点である、前橋市更生保護サポートセンターへの支援を行います。 

〇保護司との連携強化 

犯罪をした者の更生を助けることを目的に活動している保護司との情報共有や連携を強化します。 

〇民間協力者や関係団体等との連携 

更生保護女性会などの更生保護に関わる団体や支援者、前橋市社会福祉協議会、保護観察所等、との

連携強化に努めます。また、協力雇用主などの再犯防止に向けた就労に関する支援関係者や住居に関

する支援関係者等との連携を図り、取組を推進します。合わせて、「群馬県再犯防止・立ち直り支援ネ

ットワーク会議」（群馬県主催）へ参加し、群馬県との連携に努めます。 

〇保健医療・福祉サービスの利用支援 

必要な人に対して適切な支援が行われるよう、関係機関と連携し、保健医療・福祉サービスの利用促

進を進めます。 

〇犯罪被害者支援施策との協調 

再犯防止に関する施策の展開を行うにあたり、第 3 次群馬県犯罪被害者基本計画等の犯罪被害者への

支援を行う施策などと協調を図りながら進めます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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基本目標３ みんなでつながり 地域づくりを進める まえばし 

《市民・地域の取組》 

地域の活動に興味・関心を持ち、地域のためにできることを考えましょう 

《市社協・市の取組》 

地域福祉の人づくりと市民の力が発揮できる地域づくりを進めます 

 

具体的な取組① 

地域で協力し合う意識づくりと多様な人材の育成 

主体 内容 

市民 

〇ボランティア活動や地域活動に興味・関心を持ちましょう 

〇自分が地域のためにできることを考え、チャレンジしてみましょう 

〇家族、友人、隣近所などお互いを思いあい、協力しあう心を持ちましょう 

〇人権や男女共同参画に関して正しい知識を持ちましょう 

地域 

〇市や市社協などが開催する各種講座などに参加しましょう 

〇様々な講座や研修を通じて、自分の所属する団体や地域における地域福祉や人権に関する

意識の向上に努めましょう 

〇人権や男女共同参画に関して正しい知識を持ち、地域での活動に生かしましょう 

市社協 
〇ボランティア活動への支援を行います 

〇意識の醸成、福祉教育の取組を支援します 

市 

〇地域でボランティア活動を希望する人を支援します 

〇専門的なボランティアを養成します 

〇学校における福祉教育を支援します 

〇地域福祉や人権意識の高揚や男女共同参画の推進を図ります 

【主な事業】 

・前橋市市民活動支援センター（M サポ）での各種企画を通じた、市民活動の担い手育成、

協働のきっかけづくりの支援【生活課】 

・ファミリーサポートセンターの活動支援（会員同士の育児に関する相互援助活動など）【子

育て施設課】 

・高齢者の生きがいづくり活動や社会参加活動への支援【長寿包括ケア課】 

・手話奉仕員養成講座、点訳奉仕員養成講座の実施【障害福祉課】 

・食生活改善推進員養成講座（健康大学）の実施【健康増進課】 

・前橋市自立支援協議会広報紙の発行【障害福祉課】 

・各学校へ福祉教育セミナーの紹介や福祉に関する冊子等の提供【学校教育課】 

・公民館やコミュニティセンターでの地域福祉に関する講座の開催【生涯学習課】 

・人権施策ネットワークプロジェクト会議の開催による情報の共有【生活課】 

・人権に関する意識調査の実施【生活課】 

・男女共同参画週間におけるパネル展実施やセミナーの実施【生活課】 

・市民との協働による男女共同参画情報誌の作成【生活課】 

・前橋市社会福祉大会の開催【社会福祉課】 
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具体的な取組② 

地域でつながる場づくりと多様な主体との連携・協働 

主体 内容 

市民 

〇地域の交流の場に参加しましょう 

〇隣近所の人と地域の情報を交換・共有しましょう 

〇自ら情報を収集、学習機会に積極的に参加するなど、地域福祉に関する関心と理解を深め

ましょう 

〇自分が地域福祉の担い手であるという意識を持ち、できることからチャレンジしましょう 

〇自治会や民生委員児童委員、保護司会、更生保護女性会、食生活改善推進員、保健推進員

などの団体による地域での活動について知りましょう。 

〇自治会活動など地域団体の活動に協力しましょう 

地域 

〇住民が参加しやすい交流の場づくりを考えましょう 

〇住民に地域活動の情報をわかりやすく伝えましょう 

〇地域の課題を発見し、地域や団体で取り組める活動を行いましょう。 

〇各団体の組織基盤を強化しましょう 

市社協 

〇地区社会福祉協議会を中心とし、町ごとの活動の充実に向けた体制づくりへの支援を行い

ます 

〇人材育成への支援を行います 

〇地域の構成団体への支援を行います 

市 

〇地区における地域づくりを支援します 

〇多様な市民活動に取り組む人やグループ、地域に根差した団体を支援します 

〇地域に関する情報発信の場の充実を図ります 

〇市民が主体的に地域生活課題を把握し、解決を試みることができる環境の整備に向けた検

討を進めます 

〇複合化・複雑化する地域の生活課題に対応するため、地域に関わる多様な主体が連携・協

働して必要な活動に取り組めるよう支援します 

【主な事業】 

・地域づくり協議会での活動への支援【生活課】 

・地域づくりのまとめ役である市社協への支援【社会福祉課】 

・生活支援体制整備事業における２３地区社会福祉協議会での取組への支援【長寿包括ケア

課】 

・前橋市市民活動支援センターによる、「つながる“3 分”プロジェクト」や「M サポふれ

あい祭り」などを通じた、繋がりの場の創出や市民活動の活性化【生活課】 

・中央公民館及び地区公民館での子育て・親子支援、自主グループ活動支援などの多種多様

な講座の開催【生涯学習課】 

・多様化する学習ニーズや地域課題に関する学習機会の提供【生涯学習課】 

・地域づくりを推進させるため、自治会や民生委員児童委員、保護司会、更生保護女性会、

食生活改善推進員、保健推進員などの各種団体への活動支援や情報共有【関係各課】 
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第５章 各地区別計画 
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１ 各地区における地域福祉活動の経過と今後の進め方 

市内全 23 地区社会福祉協議会では、本計画の見直しにあわせて、活動の経過や今後 5

年間（令和２～６年度）の進め方を盛り込んだ地区別計画を作成しました。 

平成 28 年より、前橋市からの委託事業である生活支援体制整備事業が始まり、現在

では全 23 地区で企画会議や研修会、各種取組が行われ、地域の特長を生かした「交流・

見守り・支え合い」の活動が進んでいます。 

この地区別計画は、地域の課題を地域で発見し、解決に導くため、地域福祉活動を計

画的に進めるための道標となることが期待されます。市、市社協も各地区と連携しなが

ら活動を支援します。 
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第６章 評価・検証 
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１ 後期計画の評価と検証 

後期計画の評価・検証について、地域福祉を促進する施策の多くは数値目標がなじま

ないことから、推進指標や市民アンケートなどを活用した“定量的な評価”とともに、

市民・地域における地域福祉推進に係る実例やヒアリングなどを踏まえた“定性的な評

価”を交え、本市の目指す将来の姿（計画終了年の５年後の姿）に、どれだけ近づけて

いるかという視点で、総合的・多角的な評価・検証を行います。 

また、後期計画の評価・検証にあたり、外部の有識者などによる評価・検証を行うと

ともに、状況に応じて施策の検討や調整を行い、必要に応じて公表していきます。 
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２ 推進指標 

関連する各個別計画における進捗管理や評価を行っている項目（地域福祉の推進に資

する要素を含むもの）のうち、後期計画で推進する施策に関連する事柄についてポイン

トを絞った数値等の項目を以下のとおり推進指標とします。 

 

＜推進指標＞ 

 

No 
基本目標－ 

個別施策方針 

項 目 名 

（関連計画等） 

現状又は 

直近値 

１ 1-1 
介護予防サポーター 

（老人福祉計画・第７期介護保険事業計画） 

平成 30 年 

1,240 人 

２ 1-1 
健康寿命の延伸 

（前橋市健康増進計画） 

平成 28 年 

男性 72.14 

女性 74.79 

３ 1-1 
前橋市の自殺死亡率 

（前橋市自殺対策推進計画） 

平成 28 年 

18.3％ 

（人口 10 万対） 

４ 1-1 
ふれあい・いきいきサロン数 

（高齢者サロン・子育てサロン・障害者サロンの合計） 

平成 30 年 

301 か所 

５ 1-2 
自主防災組織の組織数 

（前橋市地域防災計画） 

平成 30 年 

235 自治会 

６ 1-2 見守り活動助成自治会数 
令和元年 

50 自治会 

７ 1-2 
安心カード配布枚数 

（累計） 

平成 30 年 

63,572 枚 

８ 1-3 
認知症サポーター数 

（老人福祉計画・第７期介護保険事業計画） 

平成 30 年 

22,186 人 

９ 1-3 
支え合い活動団体数 

（買い物支援等） 

平成 30 年 

3 団体 

１０ 2-2 
権利擁護の地域連携ネットワークにおける中核機関設置 

（前橋市成年後見制度利用促進計画） 

令和元年 

未設置 

１１ 2-3 

社会を明るくする運動 

“社明パレード”参加者数 

（前橋市再犯防止推進計画） 

令和元年 

約 1,200 人 

１２ 2-3 
学習支援（M-change）参加生徒 

高等学校等進学率 

平成 30 年 

100％ 
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１３ 3-1 

前橋市ファミリーサポートセンター 

“提供会員（両方会員含む）”数 

（前橋市子ども・子育て支援事業計画） 

平成 30 年 

487 人 

１４ 3-1 

①手話奉仕員養成講座受講数 

②点訳奉仕員養成講座受講者数 

（前橋市第３次障害者福祉計画） 

平成 30 年 

①137 人 

②13 人 

１５ 3-1 
食に関するボランティアの数 

（第３次前橋市食育推進計画） 

平成 29 年 

5 団体 

1,735 人 

１６ 3-2 市民活動支援センターボランティア登録団体数 
平成 30 年 

353 団体 

１７ 3-2 公民館の自主学習グループ団体数 
平成 30 年 

811 団体 
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１ 設置要綱 

１ 前橋市地域福祉計画及び前橋市地域福祉活動計画策定委員会設置要綱 

 

 （設置） 

第１条 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０７条の規定に基づき、前橋市

地域福祉計画及び前橋市地域福祉活動計画（以下これらを「計画」という。）を策

定するに当たり広く市民等の意見を聴くため、前橋市地域福祉計画及び前橋市地域

福祉活動計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

 (1) 計画の策定や見直しに関し意見を述べること。 

 (2) その他計画の策定や見直しに関し必要な事項に関し意見を述べること。 

 （組織） 

第３条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 学識経験を有する者 

 (2) 市民活動団体の関係者 

 (3) 公募による者 

 (4) 福祉関係団体に属する者 

 (5) 医療関係団体に属する者 

２ 委員会は、委員１６人以内で構成する。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、令和２年３月３１日までとする。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長がこれを招集し、議長と

なる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長がこれを決

する。 

 （専門部会） 

第７条 第２条に掲げる所掌事項の事前の調査及び検討を行うため、専門部会を置く
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ことができる。 

２ 専門部会の運営については、別に定める。 

 （意見の聴取等） 

第８条 議長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求

め、その説明又は意見を聴くことができる。 

 （庶務） 

第９条 委員会の庶務は、福祉部社会福祉課において処理する。 

 （その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長

が委員会に諮って定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年８月１１日から施行する。 

この要綱は、平成２６年３月２０日から施行する。 

この要綱は、令和元年６月１１日から施行する 
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２ 前橋市地域福祉計画・前橋市地域福祉活動計画推進委員会設置

要綱 
 

 （設置） 

第１条 前橋市地域福祉計画及び前橋市地域福祉活動計画（以下これらを「計画」と

いう。）の策定に当たり必要な事項について協議及び検討を行うため、前橋市地域

福祉計画及び前橋市地域福祉活動計画に関する前橋市・前橋市社会福祉協議会合同

検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。 

 (1) 計画の策定や見直しに関する事項 

 (2) 第６条に規定する計画策定ワーキンググループにより整理された課題 

 (3) その他計画の策定に関し必要と認める事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、それぞれ別表に掲げ

る者をもって充てる。 

 （委員長及び副委員長） 

第４条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は

意見を聴くことができる。 

 （ワーキング） 

第６条 委員会の下に各部課担当者レベルにおける計画策定のための機関として、計

画策定ワーキンググループ（以下「ワーキング」という。）を設置する。 

２ ワーキングは、第２条に定める委員会の所掌事務について、調査、研究及び課題

の整理をするほか、計画に関する施策の推進のために必要な事項の協議を行う。 

３ ワーキングのグループメンバーは、委員会に属する関係所属長により推薦された

職員をもって充てる。 

４ ワーキングにはリーダー及びサブリーダーを置き、グループメンバーの互選によ

り定める。 

５ ワーキングの会議は、リーダーが招集し、その議長となる。 

６ 議長は、必要があると認めるときは、グループメンバー以外の職員に出席を求め、

その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

７ リーダーは、ワーキングで検討した結果を委員長に報告しなければならない。 

 （報告） 

第７条 委員長は、委員会の協議及び検討の経過及び結果について、必要に応じ市長
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に報告するものとする。 

 （庶務） 

第８条 委員会及びワーキングの庶務は、福祉部社会福祉課において処理する。 

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会及びワーキングの運営に関し必要な事

項は、委員長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年８月１１日から施行する。 

 この要項は、平成２６年７月３１日から施行する。 

この要項は、平成２７年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和元年６月１１日から施行する。 

別表（第３条関係） 
 

委員長 福祉部長 

副委員長 社会福祉課長 

委員 

 

子育て支援課長 

子育て施設課長 

長寿包括ケア課長 

介護保険課長 

障害福祉課長 

指導監査課長 

前橋市社会福祉協議会事務局長 

前橋市社会福祉協議会総務課長 

前橋市社会福祉協議会地域福祉課長 

前橋市社会福祉協議会ボランティアセンター所長 

前橋市社会福祉協議会高齢福祉課長 

前橋市社会福祉協議会障害福祉課長 
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２ 委員名簿 

Ｎｏ. 氏 名 所属団体  

1 岡 すみ子 前橋地区更生保護女性会 会長  

2 角張  桂子 群馬県老人福祉施設協議会中毛ブロック  

3 加藤 宏子 前橋保護区保護司会 会長  

4 閑野 強 群馬司法書士会  

5 櫻井 洋一 公募  

6 下田 政喜 前橋市民生委員・児童委員連絡協議会  

7 鈴木 利定 群馬医療福祉大学 委員長 

8 太古前 千春 前橋市私立幼稚園・認定こども園ＰＴＡ連合会  

9 塚田 昌志 前橋市社会福祉協議会会長 副委員長 

10 冨樫 和茂 公募  

11 長岡 俊充 前橋市肢体障害者福祉協会 会長  

12 蜂巣 孝雄 前橋市自治会連合会  

13 蜂須賀 好美 社会福祉法人前橋あそか会 たんぽぽ学園  

14 原澤 正光 前橋市手をつなぐ育成会 会長  

15 矢嶋 美恵子 群馬県看護協会  

16 栁澤 和良 群馬弁護士会  

※敬称略 名簿順位は五十音順 
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３ 策定経過 

 会議等 協議事項 

令和元年 

７月 24 日 

第１回前橋市地域福祉計画・前

橋市地域福祉活動計画推進委

員会 

(1)第２次前橋市地域福祉計画及び前橋市地域福祉活

動計画の見直しについて 

(2)計画見直しスケジュールについて 

(3)第２次前橋市地域福祉計画及び前橋市地域福祉活

動計画の取組状況について 

(4)地域福祉に関するアンケート調査実施について 

令和元年 

８月１日 

第１回前橋市地域福祉計画及

び前橋市地域福祉活動計画策

定委員会 

(1)第２次前橋市地域福祉計画及び前橋市地域福祉活

動計画の見直しについて 

(2)計画見直しスケジュールについて 

(3)地域福祉に関するアンケート調査実施について 

令和元年 

8 月下旬～ 

10 月上旬 

アンケート調査の実施 
(1)地域福祉に関する団体アンケート調査 

(2)地域福祉に関する市民アンケート調査 

令和元年 

10 月～11 月 
関係課ヒアリング  

令和元年 

11 月 26 日 

第２回前橋市地域福祉計画・前

橋市地域福祉活動計画推進委

員会 

(1)第２次前橋市地域福祉計画・前橋市地域福祉活動

計画（後期計画）の中間案について 

(2)地域福祉に関するアンケート調査実施結果につい

て 

令和元年 

12 月 
関係課ヒアリング  

令和元年 

12 月 1９日 

第２回前橋市地域福祉計画及

び前橋市地域福祉活動計画策

定委員会 

(1)今後のスケジュールについて 

(2)第２次前橋市地域福祉計画・前橋市地域福祉活動

計画（後期計画）の中間案について 

(3)地域福祉に関するアンケート調査実施結果につい

て 

令和２年 

１月２１日 

前橋市議会への報告（教育福祉

常任委員会） 
 

令和 2 年 

１月～２月 

意見募集（パブリックコメント）

実施 
令和 2 年１月２７日～２月１４日 

令和 2 年 

3 月中旬 

第３回前橋市地域福祉計画・前

橋市地域福祉活動計画推進委

員会（書面開催） 

(1)パブリックコメント（意見募集）の結果について 

(2)第２次地前橋市域福祉計画及び前橋市地域福祉活

動計画（最終案）について 

令和 2 年 

3 月下旬 

第３回前橋市地域福祉計画及

び前橋市地域福祉活動計画策

定委員会（書面開催） 

(1)パブリックコメント（意見募集）の結果について 

(2)第２次地前橋市域福祉計画及び前橋市地域福祉活

動計画（最終案）について 

令和 2 年 

3 月末 
市長へ計画案を提出  
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